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序章 はじめに 

１．都市計画マスタープランとは 

 都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の２に規定された「市町村の都市計画に関する基

本的な方針」を定めるものであり、都市の長期的な都市づくりの方針を総合的・体系的に示すものです。 
 各務原市（以下、「本市」といいます。）の課題に応じた「将来都市構造・土地利用方針」、「都市整備

の方針」、各地域の特色に応じた「地区別構想」を定め、本市の都市計画の総合的な指針としての役割を

果たします。 
 

２．計画の位置づけ 

 「各務原市都市計画マスタープラン（以下、「本計画」といいます。）」は、本市における都市づくりの

総合的な方針を示した「各務原市総合計画」及び岐阜県が定める「各務原都市計画区域マスタープラン」

を上位計画とし、「各務原市地域防災計画」、「産業振興ビジョン」、「緑の基本計画」、「各務原市地域公共

交通計画」、「各務原市景観計画」、「各務原市空家等対策計画」等の諸計画と関連した計画となっていま

す。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［各務原市総合計画］（2025～2034） 
 

本市のまちづくりの方向性を総合的・体系的にま
とめた最上位の計画。10 年間の基本構想におい
て、土地利用の基本的な考え方を示したもの 

即する

各務原都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

［都市計画区域マスタープラン］ 

（2020～2030） 
 

岐阜県が広域的見地から都市計画区域の将来像を
明確にするとともにその実現に向けての道筋を明
らかにしたもの 

即する 

各務原市都市計画マスタープラン 
本市の都市計画の基本的な方針であり、全体構想と地区別構想で構成 

全体構想 
目指すべき将来像の実現に向け、
個々の都市計画（将来の土地利用、
都市施設の整備等）の大きな方針
（都市づくり全体の道筋）を明ら
かにしたもの 

地区別構想 
市内を５地区に区分し、各地区の
具体的な都市づくりの方針を明ら
かにしたもの 

立地適正化計画 

連携 

即する 

  土地利用  

・区域区分   ・用途地域 

・地区計画 等 

 都市施設  

・道路     ・公園 

・下水道    ・学校 等 

 市街地開発事業  

・土地区画整理事業 

等 

即する 

関連計画 

分野別計画 

防災 産業 緑 

公共 
交通 景観 空家 

等 

 
住みたい、 

住み続けたくなる 
土地利用 

土地利用の基本的な考え方

人や地域が 
つながる 
土地利用 

未来に向けた 
計画的な 
土地利用 

整合 

具体化 
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３．計画改定の背景 

 本市では平成 28 年に策定した都市計画マスタープラン 2016 に基づき都市づくりを進めてきました

が、令和７年の目標年次を前に、上位計画である新たな総合計画の策定や社会情勢の変化、本市の現状

と課題（次章で整理）を踏まえ、都市計画マスタープランの改定を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

各務原市都市計画マスタープランの変遷 社会情勢の変化 

平成９年（1997） 策定 

各務原市都市計画マスタープラン 

平成 14 年（2002） 策定 

各務原市都市計画マスタープラン 2002 

平成 18 年（2006） 策定 

各務原市都市計画マスタープラン 2006 

平成 22 年（2010） 策定 

各務原市都市計画マスタープラン 2010 

平成 28 年（2016） 策定 

各務原市都市計画マスタープラン 2016 

令和８年（2026） 策定 

各務原市都市計画マスタープラン 2026 

 

◆コンパクト・プラス・ネットワーク 
［平成 26 年（2014 年）］ 

 今後の都市全体の構造を見渡しながら、住宅や

商業、医療、福祉等の生活利便施設の誘導と、

公共交通が連携したコンパクトな都市構造の

形成が求められている。 
 

◆まちなかウォーカブル推進事業の創設 

 車中心から人中心の空間へと転換を図るため、

道路・公園・広場の整備や利活用、滞在環境向

上の取組を重点的に支援し、“居心地が良く歩

きたくなる”まちなかへの転換が広がってい

る。 
 

◆デジタル化の進展 

 デジタル化の進展により、都市をデータで捉え

て管理するスマートシティの流れが強まって

いる。 
 

◆グリーンインフラ 

 社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両

面において、自然環境が有する多様な機能を活

用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づ

くりが展開されている。 
 

◆老朽化するインフラと公共施設 

 高度成長期以降に整備された公共施設・道路な

ど、建設後 50 年以上経過して老朽化したイン

フラ施設の割合が加速度的に高くなっている。 
 

◆激甚化する自然災害 

 地震や豪雨被害の拡大を受け、防災・減災の備

えを強化し、安全安心なまちづくりの推進が急

務となっている。 
 

◆持続可能な開発目標（SDGs） 

 2015 年の国連サミットで採択された国際社会

共通の目標。「誰一人取り残さない」を理念に掲

げられている。 

（次章にて整理）第１章 本市の現状と課題 
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４．計画の構成 

 本計画は、「現状と課題」、「全体構想」、「地区別構想」、「計画の実現に向けて」の全４章で構成してい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．計画期間（目標年次） 

 目標年次は、概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、10 年後である 2035 年とします。 

 
 

６．計画区域 

 計画区域は都市計画区域である各務原市全域とします。 
 
 

2026 年（令和８年）～2035 年（令和 17 年） 

各務原市全域 

１．都市計画マスタープランとは       ２．計画の位置づけ 

３．計画改定の背景             ４．計画の構成 

５．計画期間（目標年次）          ６．計画区域 

序章 はじめに 

１．市の概況                ２．前計画の評価 

３．基本的現況               ４．土地利用 

５．都市施設等               ６．市街地整備 

７．関連分野                ８．市民アンケート調査結果 

９．まとめ 

第１章 現状と課題 

１．地域別構想の考え方           ２．主要地区の土地利用方針 

３．地区別構想（那加地区・稲羽地区・蘇原地区・鵜沼地区・川島地区） 

第３章 地区別構想 

第２章 全体構想 

１．都市づくりの理念・目標 

２．将来の市街地規模の考え方 

３．将来都市構造 

４．都市整備の方針 

もっと みんながつながる 笑顔があふれる 元気なまち 
～しあわせ実感 かかみがはら～ 

将来都市像 

都市づくりの 
理念 

理念１ 交通軸からつながる生活圏で暮らせる都市 
理念２ にぎわいと活力を持続発展する都市 
理念３ まちと自然が調和した都市 
理念４ 安全安心な都市 
理念５ 歴史・文化を継承・活用する都市 
理念６ 多様な主体が参加・協働する都市 

１．計画の推進方針             ２．計画の推進スケジュール 

第４章 計画の実現に向けて 
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第１章 現状と課題 

１．市の概況 

（１）位置 

本市は、濃尾平野の北部、岐阜県の南部に位置し

ています。岐阜市中心市街地へ８km、名古屋市へ

30km 圏内に位置し、名古屋市まで東海北陸自動車

道・岐阜各務原インターチェンジを介して 30 分と

アクセスに優れています。 

また、市域中央を東西にＪＲ高山本線や名鉄各務

原線、国道 21 号が、南北に（主）江南関線が通り、

基幹交通網を形成しています。 

本市の大きさは、東西約 15km、南北約 10km、面積

は 87.81 ㎢となっています。 

 
 
 
（２）成り立ち 

   本市は、古くは木曽川を横断する交通の要所として人々が集まり、東山道、中山道といった街道

沿いに宿が置かれていました。幕末の頃には、各務原台地が大砲場として利用され、大正時代以降

は各務原飛行場の整備、鉄道の整備、岐阜高等農林学校の開校と発展していきました。また、飛行

場に関連する工場や従業員の社宅が建てられ、人口は急激に増加しました。 

そして昭和 38 年（1963 年）に那加町、稲羽町、鵜沼町、蘇原町の４町が合併し、各務原市が誕

生しました。その後、平成 16 年（2004 年）には川島町と合併し、現在の市域となりました。 

 
（３）地勢・地形 

市南西部においては境川低地や木曽川周辺の低地が広がっています。 
市中央部においては各務原台地が広がり、東西にわたって平坦な地形となっています。 
市北東部においては美濃山地となっており、急峻な地形となっています。 

 
 

濃尾平野と市の位置 市の地形 

木曽川 

境川低地 

各務原台地

美濃山地 

美濃山地 

各務原市 

岐阜市 

長良川 

揖斐川 

鈴鹿山脈 

伊勢湾 

名古屋市 

木曽川 

濃尾平野 
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２．前計画の評価 
 

前計画で定めた６つの基本理念に基づき、実施した施策の振り返りを行いました。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■実施した主な施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■課題 

 ○人口減少が進む中で、市を東西に横断する鉄道や幹線道路を軸とした都市構造を基本とし、 

市内に 16 ある鉄道駅周辺を中心とした市街地への居住機能と都市機能の誘導 

〇交通結節点となる鉄道駅の利便性向上を図る駅前広場整備の推進 

○市街化調整区域における既存集落のコミュニティ維持 

○社会情勢や市民ニーズに対応した公共交通サービスの検討 

○居住機能や都市機能の適切な誘導を図る立地適正化計画（★次ページ参照）を策定 
○各務原南地区・巾下地区等の地区計画道路の整備や新加納地区・鵜沼東部地区の土地区画整理事業

による良好な住宅地の供給 
○自由通路のエレベーター設置及び駅周辺の歩道整備等による新那加駅周辺のバリアフリー化 
○公共交通の乗継拠点となる蘇原駅、新那加駅の駅前広場整備による鉄道、路線バス、ふれあいバス

の交通結節点の強化 
○ふれあいバスのルート・ダイヤの改正やチョイソコかかみがはら・チョイソコかわしまの運行開始

による公共交通サービスの確保 
○市街化調整区域における既存コミュニティの維持・活性化策の実施（都市計画法第３４条第１１号

区域の指定） 

 公共交通を軸にした生活圏で暮らせる都市 都市づくりの理念１ 

図１－１ 前計画の理念 

各務原市都市計画マスタープラン

2016（前計画）

公共交通を軸にした 
生活圏で暮らせる都市 

力強さを持続する都市 
環境と共生する都市 

安全・安心な都市 歴史・文化を継承・ 

活用する都市 

 

多様な主体が参加・ 

協働する都市 

 

都市づくりの理念１ 都市づくりの理念２ 
都市づくりの理念３ 

都市づくりの理念４ 
都市づくりの理念５ 

都市づくりの理念６ 
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★立地適正化計画の策定（令和４年） 

 立地適正化計画は、人口減少・少子高齢化が進行する社会情勢の中でも将来にわたり持続可能なまち

づくりを実現するため都市全体の観点から作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、

公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。今までの都市計画の規制を前提に、居住誘導

区域や都市機能誘導区域を定め、誘導施策や届出制度を通じて、長い時間をかけながら居住や都市機能

の緩やかな誘導を図り、公共交通と連携した都市づくりを推進するものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区域区分 地区分類 平成 29 年度 
（人） 

令和４年度 
（人） 

増減 
（人） 

増加率 
（％） 

 

 
都市機能 
誘導区域 

都市機能誘導区域 39,280 39,950 ＋670 1.7  

居住誘導区域 居住誘導区域 ⑴ 73,560 75,810 ＋2,250 3.0  

市街化区域 

居住誘導区域外区域 ⑵ 42,210 41,740 －470 △1.1  

市街化区域 合計（⑴＋⑵） 115,770 117,550 ＋1,780 1.5  

市街化調整区域 28,920 26,970 －1,950 △7.2  

都市計画区域 144,690 144,520 －170 △0.1   

図１－２ 居住誘導区域・都市機能誘導区域 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

○立地適正化計画にて定めた地区分類ごとの人口増減は下記のとおりです。 

居住を誘導するべき区域に位置づけられた居住誘導区域の人口が増加しています。市街化調整区域

における既存コミュニティの維持・活性化策も含め、引き続き本市の特性に合った都市づくりの推

進が必要です。 

※平成 29年度人口は平成 27 年国勢調査の小地域人口を第 10 回都市計画基礎調査（令和４年度）の調査区で按分したもの。 

※令和４年度人口は令和２年国勢調査の基本単位区人口を第 10 回都市計画基礎調査（令４年度）の調査区で按分したもの。 

表１－１ 分類別の人口 
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■実施した主な施策 

 

 

 

 

 

 

■課題 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■実施した主な施策 

 
 
 
 
 
 

■課題 

 
 
 

○周辺都市へのアクセスに優れた幹線道路の沿線や岐阜各務原インターチェンジの周辺エリアへの新

たな産業（工業・商業）の戦略的な誘導 
○工業系の土地需要に対応する新たな受け皿となる工業用地の確保 
○広域幹線道路の早期整備を実現するため、国、県、周辺自治体との連携強化 
○集中的に更新時期を迎える公共施設の更新や大規模改修については、集約化や複合化等を検討し、

施設の総量抑制やコスト縮減に努める等、公共施設マネジメントの推進 

○桐野公園、新加納陣屋公園等、街区公園の新設・ストック再編を実施 
○緑の条例、開発指導要綱及び景観計画における「重点風景地区」への指定により、接道部や壁面等、

市街地の緑化を促進 
○市民公園・学びの森周辺のエリアでは、民間活力を活用し、にぎわいが創出 
○木曽川サイクリングロードの延伸やサイクリングロードの拠点となる木曽川前渡南公園の新設によ

る木曽川中流域の魅力向上 

○各務山基本構想に基づき、各務山地区において新たな工業用地を確保 
○にぎわいと活力を創出するため、鵜沼西町地区において商業施設の立地 
○人の交流や産業の振興、都市の活性化に資する、広域的な道路網となる（都）岐阜鵜沼線、（都）各

務原扶桑線、（都）犬山東町線バイパス等、都市計画道路の整備を促進 
○各務原市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定し、長期的な視点を持った公共施設

等の計画的な管理を推進 

 力強さを持続する都市 都市づくりの理念２ 

 環境と共生する都市 都市づくりの理念３ 

○市民が安全安心に公園を利用できるよう、計画的な公園施設の補修や更新、ストック再編 
○市民公園・学びの森周辺のエリアで生まれているにぎわいから、まちの魅力の向上につながる 

好循環の創出 
○豊かな自然環境やそれに囲まれた快適な生活環境の維持 

木曽川前渡南公園（Kakamigahara わたしの PARK） 工業団地造成（テックフォルテ各務原） 

理念２ 理念３ 
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■実施した主な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■実施した主な施策 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

 
 

○住宅の耐震診断や耐震化の重要性、ブロック塀の危険性について普及啓発に取り組み、災害時の被

害軽減や早期復旧につながる対策の推進 

○緊急車両の進入が困難な狭あい道路の拡幅など、生活道路の整備 

○緊急性や危険性の高い地域の治水対策の推進 

○交通安全•防犯に対する継続的な安全対策 

○地域の特色を活かした各地域独自の景観計画に基づく、継続的な景観形成の推進 
○既存の歴史・文化資源を活かした魅力の向上や愛着の醸成 

○本市の基幹産業である航空機産業の歴史と文化を紹介する岐阜かかみがはら航空宇宙博物館を国内

唯一の本格的な航空と宇宙の専門博物館としてリニューアル 
○ごんぼ積み地区のまちなみ修景や優れた外観を有する景観重要建造物の保存により、歴史的景観の

保全と再生を推進 
○中山道鵜沼宿～村国座の歴史・文化資源をつなぐ各務野歴史街道の回遊性を高める取り組みを実施

（歩道整備・看板設置）、景観重要建築物の保全 
〇坊の塚古墳が国史跡に指定され、史跡坊の塚古墳保存活用計画を策定 

○大規模災害に備えた防災備蓄倉庫の建設、防災ハンドブックの見直し及び各務原市洪水ハザード 
マップの配布等による啓発活動の実施 

○土砂災害特別警戒区域の指定による宅地開発等の抑制 
〇安全性の向上を図る法面の対策工事を実施 
〇内水ハザードマップの作成や公共下水道、雨水調整池の整備による治水対策の推進 
○主要な道路における歩道整備、交差点内の防護柵設置及び通学路のカラー舗装の実施による交通の

安全性向上 
○自主的な防犯活動として自治会が行う防犯カメラ設置を支援 

 安全・安心な都市 都市づくりの理念４ 

 歴史・文化を継承・活用する都市 都市づくりの理念５ 

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館リニューアル 防災備蓄倉庫整備 

理念４ 理念５ 
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■実施した主な施策 

 

 

 

 

■課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v 

○まちづくり担い手育成支援事業を実施 

○各施策・事業の実施における市民活動団体等との協働を推進 

○民間事業者のノウハウやアイデアを導入する Park-PFI（公募設置管理制度）を活用 

○優良なまちづくり法人を都市再生推進法人に指定し、官民連携でのまちづくり事業を開始 

○まちづくり活動に参加するきっかけを提供するなど、市民や市民活動団体等への支援の充実 
○社会情勢の変化や多様なニーズに対応するため、民間の活力を取り入れた官民連携による都市づく

りの推進 
○都市再生推進法人によるまちのエリアマネジメントを実現するため、その積極的な活用推進や支援 
措置の実施 

 多様な主体が参加・協働する都市 都市づくりの理念６ 

まちづくり担い手マッチング事業 都市再生推進法人の指定 

理念６ 理念６ 
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●本市の人口は、一貫して増加してきましたが、平成 22（2010）年をピークに減少に転じています。 

●年齢３区分別人口割合は、15 歳未満の年少人口、15 歳～64 歳の生産年齢人口は減少傾向、65 歳 

以上の老年人口は増加しており、少子高齢化が進んでいます。 

●将来推計人口によると、今後も人口減少・少子高齢化が進んでいく見通しとなっています。 

●世帯数は増加傾向にある一方、世帯当たりの人数は減少傾向にあります。 

 

３．基本的現況 

都市計画基礎調査等に基づき、本市を取り巻く現況を整理します。 

（１）人口動態等 

 

年齢３区分別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※◎本市の強み ●本市の弱み 
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資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－４ 年齢３区分別人口の推移と将来推計人口 

図１－３ 人口の推移と将来推計人口 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

33,576 32,714
27,538

23,676 21,963

21,752

21,548 20,266 18,832 16,913 15,490 14,633 14,316 13,771 12,905

80,868
89,751

98,081 101,153 99,482 96,906
92,027

85,901 83,147 83,451 80,815
76,419

69,950
65,509

62,388

7,873 10,123 12,602 16,226
20,315

25,516
31,641

38,131
40,954 41,444 41,553 42,318 44,373 44,582 43,803

0

40,000

80,000

120,000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年 令和32年

(人) 15歳未満 15～64歳 65歳以上
実績値

（国勢調査）

推計値

（将来推計人口）

図１－５ 世帯数の推移 

資料：各務原市都市計画基礎調査 
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◎那加地区の地区計画区域、鵜沼地区の鉄道駅周辺及び新たに土地区画整理事業を行った桜木町等

で人口が増加しています。 

●郊外の大規模住宅団地等では、人口が減少しています。 

◎人口増減を市街化区域、市街化調整区域ごとに見ると市全体では人口減少が進行していますが、市

街化区域の人口は緩やかに増加し、集約型のまちづくりが進みつつあります。 

●一方で、市街化調整区域の人口減少は、顕著となっています。 

 
 

区域別人口推移 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口増減 

 

 

 

 

 

 

 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－７ 人口増減（平成 27年－令和２年） 

地区計画区域

人口増加が多くみられる区域 

人口減少が多くみられる区域 

桜木町 

鉄道駅周辺 

尾崎 緑苑・鵜沼台 
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31,781 30,966 30,824 29,856 28,968 26,973 
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成 2年 平成 7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和 2年
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図１－６ 人口の推移 

資料：各務原市都市計画基礎調査 
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◎市街化区域の内、那加、蘇原地域の鉄道沿線、鵜沼駅周辺及び郊外の大規模住宅団地を中心に人口

が集積しています。また、市街化調整区域においても一定の人口が集積している既存集落が存在し

ています。 

●郊外の大規模住宅団地において、高齢化率が高い傾向が見られ、今後空き家が多く発生することが

懸念されます。 

 

可住地人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化率の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清住

図１－８ 可住地人口密度（令和２年） 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－９ 老年人口（65 歳以上）密度（令和２年） 

資料：各務原市都市計画基礎調査 
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◎通勤・通学ともに岐阜市への移動が最も多くなっています。通勤においては、名古屋市、犬山市、

一宮市等、愛知県との結びつきが強くなっています。 

◎昼夜間人口比率を見ると 100％に満たないことからベッドタウンとしての一面がありますが、平成

７年以降昼夜間人口比率は上昇し続けています。 

 
 
 

移動動態 

 

 

 

  
  
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

昼夜間人口比率 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図１－１０ 通勤の状況（令和２年） 

 

※流入・流出それぞれにおける上位５市町のみ抜粋 

図１－１１ 通学の状況（令和２年） 

 

資料：各務原市都市計画基礎調査 
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図１－１２ 昼夜間人口比率の推移

資料：各務原市都市計画基礎調査 
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◎航空機産業をはじめとする製造業が集積しており、製造品出荷額等が 22 年連続県内１位となって

おり、「ものづくりのまち」としての地位を築いています。 

◎製造品出荷額等の内訳を見ると、「輸送用機械器具製造業」が最も高く、令和５年は全体の 52.1％

を占めています。 

 

（２）産業 

 

製造品出荷額等（工業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区分別の製造品出荷額等（工業） 

 

 

 

 

 

※◎本市の強み ●本市の弱み 
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資料：経済産業省「経済構造実態調査（製造業事業所調査）」 

図１－１３ 製造品出荷額等の推移 

資料：経済産業省「工業統計調査」 

総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」 

図１－１４ 区分別の製造品出荷額等（令和５年） 
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◎小売吸引力指数が 1.13 で、近隣市町や県内の人口規模の大きい自治体よりも高い数値となってお

り、魅力ある商業の集積が図られているといえます。 

 
 

小売吸引力指数（商業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※小売吸引力指数 

各市町人口１人当たり販売額を県の人口 1 人当り販売額で除した値。地域が買い物客を引き付ける力を表す指標で、

指数が１.0 以上の場合は、買物客を外部から引き付け、１.0 未満の場合は外部に流出していると見ることができる。 

 

 

  

岐南町 1.84

各務原市 1.13

大垣市 1.10

岐阜市 1.08

大口町 1.05

可児市 1.03

多治見市 1.02

美濃加茂市 1.00

関市 0.97

扶桑町 0.94

一宮市 0.88

江南市 0.75

坂祝町 0.65

富加町 0.63

笠松町 0.59

犬山市 0.48

資料：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」 

図１－１５ 小売吸引力指数の比較（令和３年） 
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●農業産出額は、平成 27 年から令和２年にかけては微増しているものの、平成２年と令和２年を比

較すると半分以下となっています。 

◎経営耕地規模の推移を見ると、全体的に農家が減少していますが、2.0ha 以上の農家が微増してお

り、農地の集約化が進んでいます。 

農業産出額（農業） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営耕地規模（農業） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,172
1,010 950

9 1 3 8

739

698
668

432
261 245 167

793

733

642

493

378
292

219

170

143

139

109

91

66

45

41

45

37

41

31

32

30

18

27

22

25

41

42

49

3

1

1

0

0

0

0

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

3300

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和 ２年

例外規定

2.0ha以上

1.5～2.0ha未満

1.0～1.5ha未満

0.5～1.0ha未満

0.3～0.5ha未満

0.3ha未満

系列8

（戸）
2,936戸 2,657戸 2,459戸 1,109戸 803戸 680戸 518戸

52.65

41.33

34.21

28.08

21.50 22.30

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和 2年

農業産出額

（億円）

図１－１７ 経営耕地規模の推移 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－１６ 農業産出額の推移 
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◎市中心部を東西に貫く鉄道、国道沿いに市街化区域を指定し、交通の利便性を活かした市街地の形

成を行ってきました。高度経済成長期以降には、急激な人口増加に対応し、郊外に向けて段階的に

市街化区域を拡大しましたが、平成 22 年以降は住居系の市街化編入は行っていません。 

 
 

４．土地利用 

 

市街化区域指定の変遷状況 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

令和 5・6年度拡大区域 

図１－１８ 市街化区域指定の変遷 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

※◎本市の強み ●本市の弱み 
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◎土地利用は、住宅・商業・工業等の都市的土地利用が 4,686ha で市域の 53.4％を占めており、 農

地・山林・水面等の自然的土地利用は 4,095ha で市域の 46.6％となっています。市街化区域の都

市的土地利用の割合は 86.6%であり、概ね市街化されています。 

 

土地利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－１９ 土地利用状況（令和４年度） 

田 (ha) 23.1 (0.8%) 613.2 (10.4%) 636.3 (7.2%)
畑 (ha) 168.4 (5.8%) 612.2 (10.4%) 780.6 (8.9%)
山林 (ha) 121.4 (4.2%) 1,618.2 (27.5%) 1,739.6 (19.8%)
水面 (ha) 36.1 (1.2%) 452.2 (7.7%) 488.3 (5.6%)

その他自然地 (ha) 36.8 (1.3%) 413.4 (7.0%) 450.2 (5.1%)
自然的土地利用　計 (ha) 385.8 (13.4%) 3,709.2 (62.9%) 4,095.0 (46.6%)

住宅用地 (ha) 1,054.0 (36.5%) 427.1 (7.2%) 1,481.1 (16.9%)
商業用地 (ha) 191.8 (6.6%) 60.4 (1.0%) 252.2 (2.9%)
工業用地 (ha) 293.4 (10.2%) 97.6 (1.7%) 391.0 (4.5%)

農林漁業用地 (ha) 2.2 (0.1%) 23.0 (0.4%) 25.2 (0.3%)
公益施設用地 (ha) 155.0 (5.4%) 113.3 (1.9%) 268.3 (3.1%)
道路用地 (ha) 474.3 (16.4%) 499.4 (8.5%) 973.7 (11.1%)

交通施設用地 (ha) 62.6 (2.2%) 31.8 (0.5%) 94.4 (1.1%)
公共空地 (ha) 71.9 (2.5%) 153.5 (2.6%) 225.4 (2.6%)

その他公的施設用地 (ha) 0.1 (0.0%) 375.4 (6.4%) 375.5 (4.3%)
その他の空地① (ha) 0.0 (0.0%) 122.5 (2.1%) 122.5 (1.4%)
その他の空地② (ha) 11.0 (0.4%) 24.5 (0.4%) 35.5 (0.4%)
その他の空地③ (ha) 85.6 (3.0%) 54.0 (0.9%) 139.6 (1.6%)
その他の空地④ (ha) 100.7 (3.5%) 200.9 (3.4%) 301.6 (3.4%)

都市的土地利用　計 (ha) 2,502.6 (86.6%) 2,183.4 (37.1%) 4,686.0 (53.4%)
(ha) 2,888.4 (100.0%) 5,892.6 (100.0%) 8,781.0 (100.0%)
(ha) 1,559.1 (54.0%) 3,649.8 (61.9%) 5,208.9 (59.3%)
(ha) 1,329.3 (46.0%) 2,242.8 (38.1%) 3,572.1 (40.7%)

※（）内は合計面積に対する割合

合計

自然的
土地利用

都市的
土地利用

合計
可住地
非可住地

　　　　　　　　　　　　区域区分
土地利用

市街化区域 市街化調整区域

表１－２ 土地利用の内訳 
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●工業地域及び工業専用地域内の低未利用地には、計画的に配置した緑地等が含まれており、まとま

りのある一団の低未利用地はありません。 

●低未利用地のうち、那加駅・新那加駅や新鵜沼駅等の鉄道駅周辺では、平面駐車場が多くを占めて

います。 

●郊外の大規模住宅団地周辺に山林が見られるほか、那加地区の市街化区域縁辺部には、農地（田・

畑）が見られます。 

 

低未利用地の分布状況 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－２０ 市街化区域内の低未利用地の分布（令和４年度） 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－２１ 工業系用途地域内の低未利用地の分布（令和４年度） 
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◎空き家数、空き家率ともに増加傾向でしたが、平成 30 年～令和５年にかけては、減少に転じてい

ます。 

 

宅地開発状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空き家の推移 

 

 

 
 
 

●鉄道駅周辺（   ）では、市街化調整区域でありながら、生活利便性が高いため、住宅のほか商

業等の開発が行われ、宅地化が進行しています。 

資料：各務原市都市計画基礎調査

図１－２２ 宅地開発状況（平成 29年～令和３年度） 

資料：各務原市資料 

図１ー２３ 総住宅数と空き家数の推移 
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●国道 21 号では、那加緑町４丁目交差点、金属団地前～三井町交差点、三ツ池町～各務原町交差点

において渋滞が発生しています。 

●その他、市街化区域内では（主）春日井各務原線の鵜沼東町～犬山橋北交差点、那加地区の不動丘

交差点で渋滞が発生しています。 

●市街化調整区域では、（主）江南関線と（主）芋島鵜沼線が交差する前渡東町７丁目交差点で渋滞

が発生しています。 

 
 

５．都市施設等 

（１）道路 

 
渋滞発生状況 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図１－２４ 主要渋滞発生状況

資料：各務原市都市計画基礎調査

※◎本市の強み ●本市の弱み 
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◎都市計画道路の整備率は、約 73.1％（令和６年４月時点）となっており、未整備区間の大部分が

地域間をアクセスする幹線道路となっています。 

◎愛知県とを結ぶ新たな道路ネットワークとなる（仮称）新愛岐大橋の建設が進む各務原扶桑線、渋

滞緩和や沿線のにぎわい創出等の効果が期待される岐阜鵜沼線や犬山東町線バイパス、日野岩地

大野線では、一部区間が事業化され、整備が進んでいます。 

 

都市計画道路の整備状況 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－２５ 都市計画道路の整備状況

資料：各務原市資料 
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◎鉄道を軸に、民間路線バスやふれあいバス、デマンド型交通「チョイソコかかみがはら」「チョイ

ソコかわしま」が生活路線として運行しています。 

 

（２）公共交通 

 
地域公共交通の運行状況 

 

 

 
種別 概要 

鉄道 
・ＪＲ高山本線及び名鉄各務原線・犬山線が市中央を東西に横断 

・ＪＲ、名鉄合わせて 16 の鉄道駅が存在し、公共交通の軸として機能 

民間路線バス 

・市域を跨いで運行する尾崎団地線、快速イオンモール各務原線、一宮・川

島線、木曽川線が鉄道から距離のある地域を運行 

・市内の住宅団地や商業施設、鉄道駅等を繋ぐ、イオンモール各務原線、緑

苑八木山線が運行 

・高速岐阜八幡線等の高速バスが運行 

ふれあいバス 

・地区ごとに路線を設定し、鉄道や路線バスを補完する生活路線として運行 

 （鵜沼線、那加線、稲羽西線、稲羽東線、川島線、蘇原線、東西線、東西

線朝夕便、テクノライナーの９路線） 

チョイソコかかみがはら・

チョイソコかわしま 
・鵜沼、川島、稲羽地区の一部で、AI を活用したデマンド型交通を運行 

乗用タクシー 
・市内には、タクシー事業者５社の営業所があり、個人単位を輸送 

・鉄道やバスの運行していない時間帯をカバー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※◎本市の強み ●本市の弱み 

資料：各務原市資料 

図１－２６ 市内鉄道駅、バス、デマンド型交通の停留所分布（令和７年 10月時点） 

表１ー３ 地域公共交通の種別及び概要 
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◎駅別の乗降客数は、名鉄犬山線と接続し、ＪＲ高山本線に連絡できる新鵜沼駅が突出して多くなっ

ています。 

◎ふれあいバスの利用者数は、新型コロナウイルスの影響で令和２年度に減少しましたが、その後、

路線変更や増便を伴うパターンダイヤ化などのダイヤ改正等により利用者は増加しています。 

 

平均駅別乗降客数 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バスの利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,522

2,750

589

3,408
2,380

5,559

1,160

3,228

895 1,031 1,086

9,904

2,4952,129
1,068

2,851

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

新
加
納
駅

新
那
加
駅

市
民
公
園
前
駅

各
務
原
市
役
所
前
駅

六
軒
駅

三
柿
野
駅

二
十
軒
駅

名
電
各
務
原
駅

苧
ケ
瀬
駅

羽
場
駅

鵜
沼
宿
駅

新
鵜
沼
駅

那
加
駅

蘇
原
駅

各
務
ケ
原
駅

鵜
沼
駅

（人） 名鉄各務原線 ＪＲ高山本線

図１－２７ １日当たりの平均駅別乗降客数（令和６年度） 

資料：各務原市資料 

 

資料：各務原市資料 

 

図１－２８ ふれあいバス・ふれあいタクシー・チョイソコかかみがはらの年間利用者数 
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◎市北部に丘陵地帯、南部に木曽川、中心部を流れる河川沿いには桜並木が連なっており、美しい自

然環境を有しています。 

◎市内には国・県管理を含めて 191 ヶ所の都市公園があります。（令和６年度末時点） 

◎都市公園法施行令に規定されている住民一人当たりの標準値 10 ㎡/人以上の都市公園を確保して

おり、比較的高い水準となっています。 

●配置については、市街化区域であっても一部不足している地域があります。 

 
 
 

（３）公園・緑地 

 
公園・緑地の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

※◎本市の強み ●本市の弱み 

都市公園法施行令 

住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準：10 ㎡/人以上 

全 国：10.8 ㎡/人  岐阜県：11.3 ㎡/人 

愛知県：8.0 ㎡/人   三重県：10.7 ㎡/人 

資料：各務原市資料 

図１－２９ 住区基幹公園の配置状況 

資料：各務原市資料 

図１－３０ 都市別都市公園一人当たり面積（令和５年） 
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◎令和７年４月１日現在で、処理人口は 121,321 人、下水道普及率は 84.3％です。 

●経年劣化により施設の老朽化が進んでおり、長寿命化を図る必要があります。 

 
 

（４）下水道・河川 

 
下水道整備状況（汚水） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図１－３１ 公共下水道（汚水）供用区域 
資料：各務原市資料 

※◎本市の強み ●本市の弱み 

供用区域（令和７年４月１日現在） 

行政区人口 

（人） 

処理人口 

（人） 

供用開始面積 

（ha） 

下水道普及率 

（％） 

143,929 121,321 2,702.6 84.3 

表１－４ 下水道の整備状況

資料：各務原市資料 
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◎市内を流れる主要な河川として、木曽川、境川、新境川、岩地川、大安寺川があります。 

●特に、境川は河川断面が不足していることから、流域内における雨水の流出を抑制する貯留施設の

整備等総合的な治水対策が必要です。 

 

河川・池沼の状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

岩地川 岩地川 

図１－３２ 河川・池沼の状況 
資料：各務原市都市計画基礎調査 



 

28 

◎市街化区域縁辺部を中心に 30 地区の地区計画が決定されています。 

●地区計画道路本数は 229 路線、延長は 37.671km です。整備状況は、令和７年度末時点で 40 路線、

11.275km が整備済であり、現時点で約 30％にとどまっています。 

 
 

６．市街地整備 

 

市街地整備の実施状況 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※◎本市の強み ●本市の弱み 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－３３ 地区計画決定の状況 

地区面積 決定年月日 地区面積 決定年月日

1 熊田地区 約7.2ha 昭和63年 6月20日 16 東島地区 約27.8ha 平成 9年 9月16日

2 鵜沼西町地区 約18.7ha 昭和63年 6月20日 17 おがせ地区 約8.0ha 平成 9年 9月16日

3 前洞A地区 約44.3ha 平成 2年 3月28日 平成 9年 9月16日（当初）

平成 2年 3月28日（当初） 平成23年12月 1日（最終）

平成28年 9月 1日（最終） 19 羽場地区 約16.6ha 平成 9年 9月16日

平成 2年 4月 2日（当初） 20 小伊木・古市場地区 約26.2ha 平成 9年 9月16日

平成 3年 9月21日（最終） 21 鵜沼東町北地区 約13.7ha 平成 9年 9月16日

平成 2年 4月 2日（当初） 22 三ツ池西地区 約5.6ha 平成22年12月20日

平成 3年 9月21日（最終） 23 朝日西地区 約6.7ha 平成22年12月20日

7 三ツ池地区 約47.1ha 平成 2年 4月 2日 平成22年12月20日（当初）

8 各務原地区 約35.2ha 平成 2年 4月 2日 令和 2年10月 1日（最終）

9 南町地区 約42.6ha 平成 2年 4月 2日 平成23年 2月 2日（当初）

10 大野地区 約26.9ha 平成 5年 4月 1日 令和 2年10月 1日（最終）

11 那加北地区 約78.3ha 平成 9年 9月16日 26 鵜沼西町第二地区 約6.9ha 平成30年12月20日

12 西市場・前野地区 約79.6ha 平成 9年 9月16日 27 鵜沼南町地区 約3.2ha 平成31年 4月26日

13 日新地区 約8.4ha 平成 9年 9月16日 28 各務山地区 約13.2ha 令和元年12月20日

14 那加バイパス地区 約11.9ha 平成 9年 9月16日 29 各務山の前町地区 約2.7ha 令和 2年10月 1日

15 巾下地区 約31.8ha 平成 9年 9月16日 30 三井町地区 約11.7ha 令和 6年 5月21日

地区名 地区名

4 朝日地区 約3.0ha

18 各務原南地区

5 前洞B地区 約107.2ha

6 中央地区 約34.1ha

約64.1ha

25 前渡東地区 約3.1ha

約24.2ha

24 テクノプラザ地区

表１－５ 地区計画地区一覧 
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◎既成市街地の縁辺部や郊外の丘陵部においては、土地区画整理事業や大規模住宅団地開発により

市街地整備が行われています。 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－３４ 市街地整備の状況 

図中
番号

事業名 施行者 施行面積（ha） 施行年度

A 各務原地区 組合 189.8 昭和16年～昭和32年

B 那加第1 市 9.4 昭和37年～昭和39年

C 那加第2 市 32.9 昭和41年～昭和57年

D 尾崎 組合 81.0 昭和47年～昭和54年

E 北洞 組合 6.4 昭和48年～昭和51年

F 西松倉 組合 2.8 昭和49年～昭和50年

G 宝積寺 組合 11.0 昭和50年～昭和56年

H 各務原市第1 市 6.7 昭和56年～昭和61年

I 桑原野山 組合 8.1 昭和57年～昭和61年

J 松河西部 組合 23.3 昭和61年～平成 8年

蘇原熊田町

平蔵寺

L 大塚 組合 2.8 昭和63年～平成 3年

M 北部 組合 34.5 昭和63年～平成 9年

N 上田 組合 8.6 平成 3年～平成12年

O 幸町 組合 3.1 平成 5年～平成11年

P 川島町中央 組合 3.4 平成 9年～平成21年

Q 鵜沼駅東部 組合 2.2 平成20年～平成25年

R 川島小網 市 0.7 平成21年～平成21年

S 新加納 組合 3.0 平成22年～令和 2年

T 鵜沼駅東部第二 組合 12.8 平成22年～平成26年

U 川島小網第二 市 0.2 平成23年～平成23年

V 鵜沼駅東部第三 個人 1.0 令和 2年～令和 3年

K 個人 1.9 昭和63年～平成 2年

図中
番号

団地名 規模（ha） 完成年次 計画戸数（戸）

1 琴ヶ丘 9.5 昭和43年 350

2 尾崎 77.7 昭和51年 2,330

3 月丘 1.5 昭和50年 150

4 中央町 8.8 昭和50年 269

5 各務原住宅団地 16.8 昭和48年 553

6 北島 3.2 昭和46年 161

7 丸子 7.3 昭和47年 291

8 松が丘 34.6 昭和48年 877

9 つつじが丘 39.4 昭和49年 1,160

10 緑苑 81.6 昭和51年 1,547

11 緑苑東 15.4 昭和51年 1,000

12 鵜沼台 24.3 昭和45年 959

13 新鵜沼台 40.6 昭和49年 1,182

14 ナビタウン 2.5 昭和61年 199

15 テラスノバ鵜沼 1.2 平成元年 193

表１－６ 土地区画整理事業一覧 表１－７ 大規模住宅団地開発一覧（150 区画以上）

資料：各務原市都市計画基礎調査 
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◎地域の特色に応じた景観形成を図るため、30 地区の重点風景地区、３地区の景観地区を指定して

います。 

 

７．関連分野 

（１）景観、歴史・文化 

重点風景地区及び景観地区の指定状況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歴史的資源・風致を有する地区 主要な道路・河川に隣接する地区 
番号 地区 番号 地区 
① 中山道鵜沼宿地区 ⑰ 岐阜各務原ＩＣ周辺地区 
② 中山道新加納立場地区 ⑱ 木曽川沿い地区 
③ 加佐美神社地区 ⑲ 新境川沿い地区 
④ 旗本徳山陣屋地区 ⑳ 境川沿い地区 
⑤ 宝積寺地区 ㉑ 大安寺川沿い地区 
⑥ 河跡湖公園地区 ㉒ 坂祝バイパス沿線地区 
⑦ ごんぼ積み地区 ㉓ 渡橋周辺地区 

自然景観を有する地区 ㉔ 河田橋周辺地区 
番号 地区 ㉕ 愛岐大橋周辺地区 
⑧ おがせ池地区 ㉖ （仮称）新愛岐大橋周辺地区 
⑨ 木曽川河畔地区 ㉗ 前渡東町地区 
⑩ エーザイ川島工園地区 ㉘ 各務原大橋通り沿線地区 
⑪ 権現山東部地区 ㉙ 前渡西町地区 
⑫ 三井山地区 景観地区 
⑬ 木曽川河畔上流地区 番号 地区 
㉚ 各務山西部地区 ❶ テクノプラザ景観地区 

都市施設が集積している地区 ❷ グリーンランド柄山景観地区 
番号 地区 ❸ 各務山西部地区景観地区 
⑭ 都心ルネサンス地区 
⑮ 鵜沼駅前地区 
⑯ 市民会館周辺地区 

 

図１－２０ 重点風景地区及び景観地区 
図１－１８ 市街地整備の状況
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※◎本市の強み ●本市の弱み 

資料：各務原市資料 

図１－３５ 重点風景地区及び景観地区の指定状況 

表１－８ 重点風景地区及び景観地区一覧 
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◎中山道鵜沼宿や新加納立場、村国座（子供歌舞伎）、坊の塚古墳等の歴史・文化資源が数多く存在

しています。 

◎城山は、かつて鵜沼城が存在していた歴史的に貴重な場所であり、名勝木曽川の一部をなす歴史・

文化資源にもなっています。 

 
歴史・文化資源の現状 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中山道鵜沼宿 村国座 

坊の塚古墳 城山 
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●尾崎地区、松が丘・つつじが丘地区、鵜沼台・新鵜沼台地区、鵜沼宝積寺町地区の一部では、土砂災

害特別警戒区域に指定されています。 

 

（２）安全安心 

 
土砂災害想定状況 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：各務原市都市計画基礎調査 

図１－３６ 土砂災害の想定状況 

※◎本市の強み ●本市の弱み 
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●木曽川、境川、新境川、大安寺川、岩地川に沿って浸水の可能性のあるエリアが広がっています。 

 

水害想定状況（外水） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－３７ 洪水ハザードマップ（計画規模降雨） 

資料：各務原市資料 

＜ハザードマップについて＞ 

●この洪水ハザードマップは、国土交通省（木曽川・長良川下流）及び

岐阜県長良川上流・境川・新境川、大安寺川・岩地川）の浸水想定区

域図を重ね合わせ、最大となる浸水の深さを示したものです。 

●浸水想定区域は、下表の浸水想定の解析条件に基づき、河川整備にあ

たり洪水防御の目標となる計画降雨により河川が氾濫した場合等を

想定したものです。 

※浸水の着色がされていない場所でも浸水が発生する可能性や、実際

の浸水深と頃なる場合があります。 
  

   ■浸水想定の解析条件 
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●近年、短時間で局地的な豪雨が増加しており、雨水幹線や排水路などの排水施設の能力を超えて雨

水があふれ出し、内水による浸水被害の恐れが想定されています。 

 
水害想定状況（内水） 

 
 
 
 

図１－３８ 内水浸水想定区域図（計画規模降雨） 

資料：各務原市資料 

＜内水浸水想定区域図について＞ 

●この図は、令和７年度の各排水施設の状況を勘案して、計画降雨に伴う雨水出水により内水氾濫が発生し

た場合に想定される浸水状況をシミュレーションにより求めたものです。 

●計画降雨とは、本市の下水道事業の基準となる降雨で、５年に１回程度の割合で発生する降雨を想定した

時間最大雨量 57mm の降雨です。 

●各排水施設とは、主要な下水道管きょを指しています。 

※この図に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される推進が実際と異なる場合

があります。 
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◎ごみ焼却量は年々減少傾向にあります。 
◎リサイクル率は 27％前後と高水準を維持しています。（国：19.6％、県：16.9％（令和５年度実績）） 

●本市の温室効果ガスの排出量は、年々減少傾向が続いていましたが、直近２年間は増加しています。

これは、新型コロナウイルスの影響で減少した経済活動が回復してきたためと考えられます。 

 

（３）環境 

 
ごみ焼却量及びリサイクル率の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

温室効果ガス排出量の推移 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※◎本市の強み ●本市の弱み 
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図１－３９ ごみ焼却量及びリサイクル率の推移 
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図１－４０ 温室効果ガス排出量の推移 
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●「公共交通機関の使いやすさ」、「歩道の安全や心地よさ」、「地震や水害に対する備え」について、

重要度が高いにも関わらず満足度が低いと評価されています。 

 

８．市民アンケート調査結果 

  都市計画マスタープランを策定するにあたり、各務原市全体や地区のまちづくりに関するアンケー

ト調査を実施し、市民意向を把握しました。 

 ■調査概要 
調査の種別 紙面アンケート調査及びＷＥＢアンケート調査 

調査対象者 18 歳以上の市民 3,000 人 

配布数 3,000 件 

回答数 1,094 件 ※回収率 36.5％［参考：郵送回収 811 件、ＷＥＢ回答 283 件］ 

調査方法 郵送配布、郵送回収またはインターネット回答 

調査時期 令和６年 10 月４日（金）～令和６年 10 月 25 日（金） 

 

重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 

 
 
 
 

＜まちづくりの満足度と重要度関する調査項目＞ 
※満足度の平均は、合計値を 

回答者数で除して算出 

「満足」４点 

「やや満足」３点 

「やや不満」２点 

「不満」１点 
 

※重要度の平均は、合計値を 

回答者数で除して算出 
「重要」４点 

「やや重要」３点 

「あまり重要でない」２点 
「重要でない」１点 

図１－４１ まちづくりの満足度と重要度 

1 落ち着いた住環境 12 市内の農地・山林の保全

2 2 新たな住宅地の整備 13 河川やため池などの水辺環境の保全

3 美しいまちなみ、自然との調和 14 歩道の安全や心地よさ

4 公共交通機関の使いやすさ 15 駅や道路、公共施設のバリアフリー化

5 日常的な買い物のしやすさ 16 地震や水害に対する備え

6 駅周辺での商業施設の充実 17 治安に対する安心感

7 雇用の場や雇用につながる企業の誘致 18 交通安全対策

8 公共施設の整備、再編 19 医療や福祉施設の利用のしやすさ

9 下水道の整備 20 歴史・文化資源を活用した魅力づくり

10 幹線道路や身近な生活道路の整備・維持 21 集落の風景や市固有の景観形成

11 周辺の公園整備 22 自治会や地域のコミュニティ活動

項目
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1112
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満足度

市全体 n=1094

平均：2.56

平均：3.32

優先的改善項目 ニーズ充足項目 

選択的改善項目 現状維持項目 
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９．まとめ 

 前計画からの評価や各分野の現状・課題をまとめると以下のとおりです。これらの現状・課題から都市づくりの目標を設定します。 
 

 

★は市民アンケート調査結果からの現状・課題 

都市づくりの目標

公共交通ネットワークを活かした
コンパクトな都市づくり

居住環境の整った便利で
暮らしやすい都市づくり

既存産業の振興、新たな産業を
創出する都市づくり

公共施設等の利活用と
長寿命化が適切に図られた
都市づくり

美しい水と緑を保全・創出する
都市づくり

水と緑を活用し、にぎわいと
交流を生み出す都市づくり

災害への備えが整った都市づくり

市民の安全安心を支える
都市づくり

歴史・文化資源を保全・活用した
魅力ある都市づくり

郷土への誇りや愛着を醸成する
都市づくり

多様な担い手が
参加・協働できる都市づくり

◎ごみ焼却量は年々減少傾向、リサイクル率は27％前後と高水準を維持

●温室効果ガス排出量は新型コロナウイルス以降、増加傾向

現状・課題（本市の強み・弱み）

◎那加・蘇原地区の鉄道沿線、鵜沼駅周辺、郊外の大規模住宅団地を中心に人口が集積

◎市街化調整区域においても一定の人口を有する既存集落が存在

◎昼夜間人口比率は100に満たないが、平成7年以降上昇し続けている

●市全域で人口減少・少子高齢化が進行する見通し

●世帯数は増加傾向にある一方、世帯当たりの人数は減少傾向

●郊外の大規模住宅団地等では高齢化と人口減少が進行し、空き家の増加が懸念される

◎通勤・通学のにおいては、岐阜市の他、通勤では、名古屋市、犬山市、一宮市等

愛知県との結びつきが強い

◎製造業が集積する県内No.１のものづくりのまち。製品出荷額は近年ほぼ横ばい

◎小売吸引力指数が1.00以上であり、魅力ある商業の集積が図られている

◎農業産出額は減少傾向にあるが、農地の集約化が進んでいる

◎鉄道、国道沿いに市街化区域を設定し、交通の利便性を活かした市街地を形成

●鉄道駅周辺や地区計画決定されている那加地区縁辺部等に低未利用地が見られる

●市街化調整区域の鉄道駅周辺では、宅地化が進行している

●工業系用途地域内に一団の未利用地がない

◎都市計画道路の整備率は約73％（令和6年4月時点）

◎ （都）各務原扶桑線、 （都）岐阜鵜沼線、 （都）犬山東町線バイパス、 （都）日野岩地

大野線では一部区間が事業化され、整備を実施中

◎市内に16の駅を有する鉄道と民間路線バス、コミュニティバスやデマンド型交通の

ほか、タクシーが運行し、全域をカバー

◎鉄道駅の平均駅別乗降客数は、新鵜沼駅が突出して多い

●公共交通機関の使いやすさに対する満足度が低くなっている（★）

◎住民一人当たりの都市公園敷地面積が令和5年時点で17.0㎡/人と高い水準

●市街化区域であっても、一部公園の不足している地域がある。

◎下水道普及率は令和７年4月時点で84.3%

●経年劣化により施設の老朽化が進み、長寿命化が必要

●市内の河川の内、特に境川流域では総合的な治水対策が必要

◎30地区の地区計画決定、22の土地区画整理事業が実施されている

●地区計画道路の整備状況は、令和7年度現在、約30％に留まっている

●歩道の安全や心地よさに対する満足度が低くなっている（★）

◎地域の特色に応じた景観形成を図るため、30地区の重点風景地区、

3地区の景観地区を指定

◎中山道鵜沼宿、新加納立場、城山等の歴史的・文化的資源が数多く存在

●尾崎地区、松が丘・つつじが丘地区、鵜沼台・新鵜沼台地区、鵜沼宝積寺町地区の

一部では、土砂災害特別警戒区域が指定

●木曽川、境川、新境川、大安寺川、岩地川に沿って浸水の可能性のあるエリアが

広がっている

●雨水幹線や排水路などの排水施設の能力を超えて内水による浸水被害の恐れ

●地震や水害に対する備えに対する満足度が低くなっている（★）

３．
基
本
的
現
況

(1)人口動態等

(2)産業

４．土地利用

５．
都
市
施
設
等

(1)道路

(2)公共交通

(3)公園・緑地

(4)下水道・河川

６．市街地整備

７．
関
連
分
野

(1)景観、
歴史・文化

(2)安全安心

(3)環境

市民協働

分野 ２．前計画からの課題

 人口減少が進む中で、市を東西に横断する鉄道や幹線道路を軸とした都市構造を基本とし、市内に

16ある鉄道駅周辺を中心とした市街地に居住機能と都市機能の誘導

 市街化調整区域の既存集落における既存コミュニティの維持

 集中的に更新時期を迎える公共施設の更新や大規模改修については、集約化や複合化等を検討し、

施設の総量抑制やコスト縮減に努める等、公共施設マネジメントの推進

 社会経済情勢や市民のニーズに対応した公共交通サービスの提供

 広域幹線道路の早期整備を実現するため、国、県、周辺自治体との連携強化

 周辺都市へのアクセスに優れた幹線道路の沿線や岐阜各務原インターチェンジの周辺エリアへの

新たな産業の戦略的な誘導

 工業系の土地需要に対応する新たな受け皿となる工業用地の確保

 市民が安全安心に公園を利用できるよう、計画的な公園施設の補修や更新・ストック整備

 市民公園・学びの森周辺のエリアで生まれているにぎわいから、まちの魅力の向上につながる

好循環の創出

 住宅の耐震診断や耐震化の重要性、ブロック塀の危険性について普及啓発に取り組み、災害時の被

害軽減や早期復旧につながる対策の推進

 交通安全•防犯に対する継続的な安全対策

 まちづくり活動に参加するきっかけを提供するなど、市民や市民活動団体等への支援の充実

 社会情勢の変化や多様なニーズに対応するため、民間の活力を取り入れた官民連携による都市づくりの推進

 都市再生推進法人によるまちのエリアマネジメントを実現するため、その積極的な活用推進や支援措置の実施

 豊かな自然環境やそれに囲まれた快適な生活環境の維持

 地域の特色を活かした各地域独自の景観計画に基づく、継続的な景観形成の推進

 既存の歴史・文化資源を活かした魅力の向上や愛着の醸成

 緊急性や危険性の高い地域の治水対策の促進

 交通結節点となる鉄道駅の利便性向上を図る駅前広場整備の推進

 緊急車両の進入が困難な狭あい道路の拡幅など、生活道路の整備
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第２章 全体構想 
 

１．都市づくりの理念・目標 

本市の最上位計画である総合計画では、将来都市像として「もっと みんながつながる 笑顔があふ

れる元気なまち～しあわせ実感 かかみがはら～」を掲げ、最重点プロジェクトとして「人口減少・少

子化対策」を位置づけています。将来都市像を実現するため、第１章で整理した本市の現状・課題から、

都市づくりの理念と目標を設定します。 
 

もっと みんながつながる 笑顔があふれる 元気なまち ～しあわせ実感 かかみがはら～

将来都市像

総 合 計 画

人口減少・少子化対策

「人口減少・少子化対策」を最重点プロジェクトに位置づける。
分野を横断した複合的なアプローチにより「人口減少の抑制」と「人口減少への適応」の両面から、総合的な対策を講じる。

横断的視点

にぎわいと活力を持続発展する都市

理念 2

まちと自然が調和した都市

理念 3

歴史・文化を継承・活用する都市

理念 ５

安全安心な都市

理念 4

多様な主体が参加・協働する都市

理念 6

都市づくりの理念

交通軸からつながる生活圏で
暮らせる都市

理念 1

都市づくりの目標

公共交通ネットワークを活かしたコンパクトな都市づくり

居住環境の整った便利で暮らしやすい都市づくり

既存産業の振興、新たな産業を創出する都市づくり

公共施設等の利活用と
長寿命化が適切に図られた都市づくり

美しい水と緑を保全・創出する都市づくり

水と緑を活用し、にぎわいと交流を生み出す都市づくり

災害への備えが整った都市づくり

市民の安全安心を支える都市づくり

歴史・文化資源を保全・活用した魅力ある都市づくり

郷土への誇りや愛着を醸成する都市づくり

多様な担い手が参加・協働できる都市づくり
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都市づくりの理念１ 交通軸からつながる生活圏で暮らせる都市 

本市は、東西に整備された鉄道や幹線道路を基盤とした都市構造を形成しています。また、鉄道を軸

として、ふれあいバスやデマンド型交通、タクシーが鉄道と民間路線バスを補完し、郊外の住宅地等へ

つながり、市内全域をカバーする交通体系が整備されています。これらの公共交通ネットワークや道路

網を活かし、市内に 16 ある鉄道駅周辺を中心とした市街地に居住機能と都市機能の誘導を図ります。 

また、人口減少や少子高齢化が進行する中、子育て世代をはじめ、誰もが暮らしやすい住環境の創出

が必要です。特に、人口が集積する鉄道駅沿線では生活利便性の向上が重要である一方、郊外の住宅団

地や市街化調整区域に位置する既存集落では、コミュニティの維持が課題となっています。そのため、

低未利用地の有効活用や駅前広場整備により都市機能の集積を図り、生活利便性の向上を推進するとと

もに、郊外の住宅団地等における公共交通の維持や生活基盤が整った市街化調整区域における計画的な

土地利用を進めることで、良好な住環境の維持・形成を目指します。 

 

都市づくりの目標 

 

 

 

 

 

 

都市づくりの理念２ にぎわいと活力を持続発展する都市 

本市は県内随一のものづくりのまちとして発展しており、製造品出荷額等は県内トップを維持してい

ます。また、周辺都市とのアクセスも非常に便利であるため、産業立地のポテンシャルが高い地域特性

を有しています。こうした強みを活かし、製造業を中心とした既存産業の基盤を維持・強化するととも

に、愛知県などと広域を結ぶ道路網の整備を促進し、新たな産業需要の受け皿となる産業用地の確保を

進めます。 

また、公共施設の老朽化が進む中、今後は大規模改修や更新を迎える公共施設の集中が見込まれてい

ます。そのため、人口減少や利用ニーズの多様化に対応した施設の集約化や複合化、効率的な維持管理、

民間活力の導入などにより、施設の総量抑制とコスト縮減を図ることが重要です。これらを通じて、市

民が必要な公共サービスを安定的に享受できるよう、公共施設のマネジメントを推進します。 

 

都市づくりの目標 

 

 

 

 

 

公共施設等の利活用と長寿命化が適切に図られた都市づくり 

既存産業の振興、新たな産業を創出する都市づくり 

公共交通ネットワークを活かしたコンパクトな都市づくり 

居住環境の整った便利で暮らしやすい都市づくり 
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都市づくりの理念３ まちと自然が調和した都市 

本市は広大で肥沃な濃尾平野の北端に位置し、北部には緩やかな丘陵地帯が連なり、南部には雄大な

木曽川が流れています。中央部の市街地には桜並木と河川が流れる美しい自然環境や市民公園、学びの

森をはじめ、市内の各所に緑豊かな公園が点在し、市民に憩いと安らぎを与えています。これら長い歴

史の中で形成された豊かな自然とこれまで創出してきた水と緑に囲まれたまちの快適な生活環境を次

世代に継承します。 

また、自然豊かな都市を形成していくためには、ヒートアイランド対策、散策や憩いの場の提供、良

好な景観形成など、水と緑が持つ多様な機能（グリーンインフラ）の活用が不可欠です。さらに、これ

まで創出してきた水と緑を多様な主体が連携して有効な利活用を促進することで、豊かな自然環境の魅

力を活かし、市内外から多くの人が訪れるにぎわいと交流の創出を図ります。 

 

都市づくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

都市づくりの理念４ 安全安心な都市 

発生が懸念される南海トラフ地震や水害などの災害リスクに対して、法面の安全対策や治水対策等の

推進により大規模な災害が発生しても被害を最小限に抑えられる都市基盤の形成を図るとともに、市民

一人ひとりの防災意識の高揚や地域防災力の向上に努め、災害に強い都市づくりを推進します。 

また、通学路や生活道路においては、歩行者の安全を確保するための交通安全対策や防犯活動の推進

に努め、子育て世代から高齢者まで誰もが安全に安心して暮らせる都市づくりを目指します。 

 

都市づくりの目標 

 

 

 

 

 

市民の安全安心を支える都市づくり 

美しい水と緑を保全・創出する都市づくり 

災害への備えが整った都市づくり 

水と緑を活用し、にぎわいと交流を生み出す都市づくり 
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都市づくりの理念５ 歴史・文化を継承・活用する都市 

本市は、中山道鵜沼宿や新加納立場、坊の塚古墳、城山など、多様な歴史・文化資源が残されていま

す。地域の魅力や個性となるこれらの資源を最大限活かした都市づくりを進めます。 

また、歴史・文化資源や豊かな自然環境など地域の特性に応じた良好な景観・まちなみの保全や形成

により、郷土の誇りや愛着の醸成を図り、若い世代や子育て世代をはじめ、誰もが住みたい、住み続け

たいと思えるまちづくりを推進します。 

 

都市づくりの目標 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市づくりの理念６ 多様な主体が参加・協働する都市 

地域課題の解決や都市づくりの推進には、市民、市民活動団体、事業者等、多様な主体の参加と協働

が不可欠です。本市では、自治会活動をはじめ、さまざまな分野で市民参加が進められています。今後

も市民、市民活動団体、事業者等のまちづくり活動への参加機会の充実を図るとともに、担い手の育成

により「オール各務原」で将来都市像の実現を目指します。 

 

都市づくりの目標 

 

 

 

郷土への誇りや愛着を醸成する都市づくり 

多様な担い手が参加・協働できる都市づくり 

歴史・文化資源を保全・活用した魅力ある都市づくり 
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２．将来の市街地規模の考え方 

概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、市街地規模の考え方を整理します。 

（１）目標人口 
本計画では、上位計画である各務原市総合計画と整合を図り、目標年次（令和 17 年）の目標人口を

140,000 人と設定します。 

平成 29（2017）年と令和４（2022）年の住民基本台帳の人口を基にコーホート要因法を用いて将来

人口を推計すると、本市の人口は計画の最終年度（令和 16 年）には約 132,000 人まで減少すると見

込まれています。 

人口減少・少子化対策を重点に、生活環境の充実や安全安心の向上、産業の活性化や子育て支援の

充実などまちの魅力をさらに高める取組の推進によって、特に子育て世代など若年層の移住・定住を

促進し、人口の増加を図ることで、本市の令和 16（2034）年の目標人口を 140,000 人と設定します。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）産業用地 
 工業については、航空機や自動車のほか、IT やロボット、医療機器といった先端産業、それらを支え

る素形材産業など多種多様な業種が集積し、県内随一のものづくりのまちとして市の製造品出荷額は県

内トップを維持しています。製造業の従業者数、製造品出荷額等は微増～ほぼ横ばいで推移している一

方で、既存工場の高度化・規模拡大や航空機産業や自動車関連工場等の新規立地の需要もあり、今後も

継続的な工業系の土地需要が見込まれます。 
 商業については、市内各所に立地する最寄品を中心に取り扱う近隣型店舗、それよりやや広い商圏を

持つ地域型店舗、市内に点在する大規模商業施設で構成され、売場面積と従業者数は岐阜市、大垣市に

次いで県内第３位、年間商品販売額、事業所数は岐阜市、大垣市、多治見市、高山市に次いで第５位と

なっています。近年、大規模商業施設が立地している状況から、引き続き商業系の土地需要が見込まれ

ます。 
これら産業の土地需要を踏まえ、幹線道路の沿線や岐阜各務原インターチェンジの周辺エリア等には、

新たな産業用地を計画的に誘導する方針とします。 

図２－１ 人口推計 
資料：各務原市総合計画 
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３．将来都市構造 
 

（１）基本的な方針 

本市では、市中心部を東西に貫く鉄道や国道に沿って市街地の整備を進めるなど、これまで合理的に

都市構造の骨格を形づくってきました。 

一方、本市の人口は、平成 22 年をピークに今後も減少していくことが予測される中、こうした都市

構造の骨格を継承していくことが重要です。そのため、本市に立地する 16 の鉄道駅周辺などを中心に

居住及び都市機能の誘導を図ります。 

また、鉄道駅から離れた大規模な住宅団地では、公共交通ネットワークにより都市拠点等へのアクセ

スを確保し、一定の人口密度の維持に努めるとともに、市街化調整区域の既存集落などについては、自

然豊かな暮らしを求める世帯の居住を受け入れるなど、既存コミュニティを維持しつつ、地域の特性を

活かした良好な住環境の維持・形成を図ります。 
 
 
 
 
 

目指す都市構造のイメージ 

居住誘導区域・・・・一定のエリアにおいて人口密度を維持することによって、生活サービスやコミ

ュニティが持続的に確保されるように居住を誘導する区域 
都市機能誘導区域・・医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約する

ことで各種サービスの効率的な提供を図る区域 

各務原市らしい“公共交通を軸とした集約型都市構造” 

居住誘導区域・都市機能誘導区域は立地適正化計画で定められた区域です 

市街化調整区域 

居住誘導区域 

居住誘導区域 

居住誘導区域 

都市機能 
誘導区域 

都市機能 
誘導区域 

都市機能 
誘導区域 

都市機能
誘導区域

図２－２ 目指す都市構造のイメージ 
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（２）将来都市構造の設定 

都市づくりの理念や目標を実現するための将来都市構造を本市の現状を踏まえつつ、都市の骨格とな

る「拠点」「軸」「ゾーン」の３つの要素を用いて示します。 
 

❶拠点 
  拠点は、多様な機能が集積し、都市において重

要な役割を果たす場所を示すものです。 
 
 ❷軸 
  軸は、都市の主要な動線を示すものです。 
  市民や産業活動を支え、各拠点の都市機能を補

完し合い、連携を図るための主要な道路や公共交

通、河川等で構成され、都市活動の活性化や円滑

な市民交流を促進するものです。 
 
 ❸ゾーン 
  ゾーンは、都市の土地利用の方向性を示すもの

です。 
  市街地や森林・農地等、同じ特性・役割を有す

る面的な広がりのある区域で、土地利用の方向性

を示すものです。 
 
 

図２－３ 将来都市構造の基本的要素イメージ 

拠点 

軸 

ゾーン 
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区分 名称 凡例 配置の方針 

拠点 

都市拠点 
 

東西に長い本市の地形を踏まえ、都市機能の集積を図るエリアとして

２つの都市拠点を位置づけます。 

西の都市拠点として位置づける各務原市役所前駅及び那加駅・新那加

駅周辺は、文化教育施設・行政施設・公園等が集積する地区であり、

これらの既存施設を活用しつつ、子育て世代から高齢者まで様々な世

代が集まるにぎわい・交流拠点の形成を図ります。 

また、東の都市拠点として位置づける鵜沼駅・新鵜沼駅周辺は、交通

の結節点である利便性やこれまで整備を進めてきた駅前広場、鵜沼空

中歩道等の都市基盤を活かして、居住や多様な都市機能の集積を誘導

し、東の玄関口としてふさわしい活気ある拠点の形成を図ります。 

産業拠点（既存） 
 

既存産業の集積を図るエリアとして、本市を代表する航空機産業が集

約する川崎町周辺地区、ロボットや航空機といった先端産業、研究開

発施設が集積するテクノプラザ地区の他、市内各地に立地する既存の

工業団地を位置づけます。 

本市の重要な工業地としての役割を果たすこれらの地区は、引き続

き、既存産業の保全・振興や規模拡大・新規需要の受け皿となる用地

の拡充に努めることで、産業の集積を図ります。 

産業拠点（候補地） 
 

新たな産業拠点の創出を図るエリアとして、交通アクセスに優れた岐

阜各務原インターチェンジ周辺地区、本市の中心部に位置する各務山

周辺地区及び今後幹線道路の整備が見込まれる沿線地域のうち、将来

的な産業拠点の形成を検討する地区を位置づけます。 

岐阜各務原インターチェンジ周辺地区は、交通の利便性を活かした新

たな産業用地の創出を推進し、工業・商業が調和した拠点の形成を図

ります。 

各務山・各務ケ原駅周辺地区は、本市の中心部に位置する広大な面積

を持つ地区であるため、関連計画との調整を行いながら有効な土地利

用を検討し、交通の利便性及び既成市街地との近接性を活かした拠点

の形成を図ります。 

幹線道路の沿線地域は、交通利便性を活かしつつ、都市的土地利用の

需要や優良農地、山林等との調整を図り、地域未来投資促進法の活用

も含め工業用地・拠点としての可能性を検討します。 

地域生活拠点  

各地区を巡回するバス交通等と鉄道の結節点であり、商業機能等が立

地している各務ケ原駅・名電各務原駅周辺、蘇原駅・六軒駅周辺、川

島市民サービスセンター周辺を位置づけます。 

地域生活拠点では、日常生活に必要な店舗を中心とした商業機能や医

療・福祉機能、市役所の支所機能等、地域住民の生活を支える都市機

能が集積した拠点の形成を図ります。 

交流拠点 
 

まちのシンボルとなる各務原市民公園・学びの森周辺、航空と宇宙の

本格的な博物館である岐阜かかみがはら航空宇宙博物館周辺、県内最

大規模の観光客数を誇る河川環境楽園周辺を位置づけます。 

交流拠点では、市内外から多くの人が訪れ、観光やレジャー、スポー

ツ等を通じ多様な交流が生まれる拠点の形成を図ります。 

歴史文化拠点 
 

中山道鵜沼宿地区周辺、中山道新加納立場地区周辺、城山周辺を位置

づけます。 

歴史文化拠点では、残された歴史的雰囲気を大切にしながら、歴史的

なまちなみの形成や歴史的な趣と調和する都市づくりの推進等によ

り、歴史・文化を未来に継承する個性豊かな拠点の形成を図ります。 
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区分 名称 凡例 配置の方針 

軸 

水と緑の軸  

木曽川や大安寺川の水辺環境、新境川の百十郎桜など、水と緑の連続

性が確保された河川や緑地を水と緑の軸として位置づけ、環境保全、

レクリエーション、防災、生物多様性などの機能を結び付け、まちと

自然が調和した環境を創出する水と緑のネットワークの形成を図り

ます。 

公共交通軸  

鉄道、民間路線バス及びふれあいバスを公共交通軸に位置づけます。 

鉄道及び本市と他市町を結ぶ地域間幹線バスは、幹線交通として、近

隣都市や拠点間をつなぐ、広域交通を確保します。また、ふれあいバ

スは、拠点間や住宅地等をつなぐ生活交通として、鉄道、バス停及び

各拠点等へのアクセス・利便性の向上を図ります。 

これら幹線交通と生活交通が一体となって機能する公共交通ネット

ワークの確保により、市民の交通利便性の維持に努めます。 

広域連携軸  
広域的な交通需要に対応する東海北陸自動車道や市の中央部を東西

に結ぶ（都）一般国道21号線を位置づけ、様々な交流と連携を生み出

すネットワークの形成を図ります。 

地域連携軸 
 

広域連携軸を補完する （都）江南関線、（都）岐阜鵜沼線、（都）岐阜

蘇原線、（都）日野岩地大野線、（都）各務原扶桑線、（都）坂祝バイパ

ス線、（都）犬山東町線バイパス、（主）川島三輪線を位置づけ、拠点

間や近隣市町を結ぶ幹線道路ネットワークの形成を図ります。 

ゾーン 

市
街
化
区
域 

中心市街地 
ゾーン 

 

都市拠点であり、立地適正化計画において都市機能誘導区域に定めら

れた各務原市役所前駅及び 那加駅・新那加駅周辺と鵜沼駅・新鵜沼

駅周辺を位置づけます。 

中高層住宅等の立地誘導や中古住宅の流通促進により、人口が高密度

に集積する市街地の形成を図ります。また、鉄道駅周辺に分布する駐

車場や空地などの土地の有効活用を促進することにより、商業、医療、

福祉等の多様な都市機能が集積し、便利で快適な生活を営むことがで

きる市街地の形成を図ります。 

市街地 
ゾーン 

 

地域生活拠点の内、立地適正化計画において都市機能誘導区域に定め

られた各務ケ原駅・名電各務原駅周辺、蘇原駅・六軒駅周辺を位置づ

けます。 

公共交通の利便性を活かし、人口の維持・集積を図るとともに、地域

生活拠点を中心に日常生活に必要な都市機能の立地を誘導すること

により、過度に自動車に頼らなくても暮らしやすい市街地の形成を図

ります。 

工業市街地 
ゾーン 

 

現在工業系の用途が指定されている地区を位置づけます。 

既存の工業地・工業団地は、工場施設内における緑地の維持・保全等

により、周辺の市街地環境に十分に配慮しつつ現在の土地利用を維持

します。 

また、岐阜各務原インターチェンジの南側や各務山地区では、交通利

便性を活かし、工業系の土地利用の誘導を図ります。 

居住市街地 
ゾーン 

 
上記ゾーン以外の市街地を位置づけ、現状の人口密度や都市機能を維

持するとともに、住居、商業の土地利用を計画的に行うことで生活利

便性の確保に努め、ゆとりある居住環境の創出を図ります。 

市
街
化
調
整
区
域 

農地・集落地 
ゾーン 

 

市街地をとり巻く農地では、社会情勢の変化を踏まえつつ、一団のま

とまりのある優良農地の保全を図ります。 

農地の中に介在する集落においては、地域の特性に合わせ、周辺住民

の生活利便性の確保や適正な土地利用を図り、良好な居住環境の保

全・形成及び既存コミュニティの維持・活性化を図ります。 

山地・丘陵地 
ゾーン 

 
北部に広がる山地・丘陵地では、無秩序な市街地拡大を抑制し、自然

環境の保全を図るとともに、気軽に自然とふれあうことで市民生活に

潤いと安らぎを与える場の形成を図ります。 

ＪＲ 

名鉄 

幹線交通 

（民間路線バス） 

生活交通 

（ふれあいバス） 
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図２―４ 将来都市構造図 
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４．都市整備の方針 

 都市整備の方針では、目指すべき将来都市構造を実現するために必要な取り組みを、第１章で整理した

４つの分野（土地利用、都市施設、市街地整備、関連分野）について、基本的現況を踏まえた方針を示し

ます。 
都市づくりの理念・目標 都市整備の方針 

 

土
地
利
用 

都市施設等 

市
街
地
整
備 

関連分野 

道
路 

公
共
交
通 

公
園
・
緑
地 

下
水
道 

河
川 

そ
の
他
都
市
施
設 

景
観 

歴
史
・
文
化 

安
全
安
心 

環
境 

市
民
協
働 

 
 

目 

標 

公共交通ネットワークを活かした 

コンパクトな都市づくり 
● ● ●    ● ●     ● 

居住環境の整った便利で 

暮らしやすい都市づくり 
               

 

目 

標 

既存産業の振興、新たな産業を 

創出する都市づくり 
● ●   ●  ●      ● 

公共施設等の利活用と長寿命化が 

適切に図られた都市づくり 
               

 

目 
標 

美しい水と緑を保全・創出する 

都市づくり 
●   ●  ●   ● ●  ● ● 

水と緑を活用し、にぎわいと 

交流を生み出す都市づくり 
               

 

目 

標 

災害への備えが整った都市づくり 

● ●   ● ●     ●  ● 

市民の安全安心を支える 

都市づくり 
               

 

目 

標 

歴史・文化資源を保全・活用した 

魅力ある都市づくり 
●   ●     ● ●   ● 

郷土への誇りや愛着を醸成する 

都市づくり 
               

 

目 

標 

多様な担い手が 

参加・協働できる都市づくり 

  ● ●    ● ● ● ● ● ● 

 

理念１ 

理念２ 

理念３ 

理念４ 

理念５ 

理念６ 



 

49 

 

（１）土地利用 
①土地利用の基本的な考え方 

 土地は市民が快適な生活を送り、自然や歴史・文化を守り、育み、地域の活力を生み出す舞台であると

ともに、生活の基盤となる限りある大切な資源です。 
本計画では、各務原市総合計画の基本構想にて示された土地利用の基本的な方針に基づき、本市の特性

や実情に応じた計画的かつ戦略的な土地利用を推進します。 
 
 
 
 
 
  

各務原アルプスや名勝木曽川などの豊かな自然環境を保全するとと

もに、歴史・文化などの地域資源や個性を次世代に継承し、それぞれの

地域特性にあわせて良好な住環境と調和がとれた土地利用を目指しま

す。都市機能や防災機能の向上、都市緑化の推進に努め、ずっと住み続

けたい、住んでみたいと思われる土地利用を進めます。 

住みたい、 
住み続け 
たくなる 
土地利用 

市内のみならず、県内や愛知県などの広域を結ぶネットワークを形

成する交通網の充実を図ることで、「ヒト、モノ、コト」の動きを活発

にし、本市の強みの１つである「ものづくり」をさらに強固なものにす

るとともに、商業・観光拠点を充足させる土地利用を目指します。これ

らの交通基盤と産業基盤を強化し連携させることで、人や地域がつな

がる土地利用を進めます。 

人や地域が 
つながる 
土地利用 

人口減少、少子高齢化の進展など、目まぐるしい社会経済情勢の変化

や気候変動に柔軟に対応するために、地域特性にあわせた目的や整備

方針は、都市計画マスタープランを中心とした、各個別計画において具

体的な計画として定め、持続可能な土地利用を目指します。本構想の方

向性を軸に、「いこい・にぎわい・くらし・しごと・ふれあい」をバラ

ンスよく配置・誘導し、未来に向けた計画的な土地利用を進めます。 

未来に向けた 
計画的な 
土地利用 

理念１ 理念２ 理念３ 理念４ 理念５ 
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②区域区分の見直しに関する方針 

・市街化区域内における住居系市街地は基本的に維持するものとし、低未利用地の宅地化の促進を図

ります。 
・工業系及び商業系市街地については、立地需要を踏まえ、市街化区域への編入を図ります。 
・現在の市街化区域内において都市的土地利用の困難な地域については、自然景観を維持し、都市環

境の保全を図りつつ、今後の土地利用のあり方を検討します。 
 

③用途地域の見直しに関する方針 

・土地利用状況の変化や都市基盤施設の整備状況等に合わせ、適切な用途地域の見直しを検討します。 
・公共公益施設の老朽化・更新等に伴う建替え等が可能となるように、周辺の土地利用状況を勘案し

用途地域の見直しを検討します。また、統廃合に伴う跡地利用の方針に合わせ、必要に応じて用途

地域の見直しを検討します。 
・緑苑団地等の郊外部の住宅団地について、居住環境を大きく変えない範囲で、一定規模の店舗等を

許容する用途地域への見直しを検討します。 
 

④市街化区域の土地利用方針 

❶住居系市街地 

住居系市街地については、市街地における道路、公園・緑地、下水道などの都市基盤整備や低未利用

地の有効活用などに努め、緑豊かで暮らしやすい居住環境の整備を推進します。 
高齢社会における生活利便性の確保や環境負荷の低減といった観点から、郊外部における住居系市街

地の拡大を抑制するとともに、鉄道駅周辺等の公共交通結節点周辺における住宅・宅地の供給を促進し

ます。また、郊外の大規模住宅団地等についても、日常生活の利便性の確保を図ります。 
 

住宅地 

 鉄道駅周辺の住宅地（複合市街地 P50 を除く）及び市街化区域の縁辺部に設定します。鉄道駅周辺

の既存住宅地については、地域生活拠点を中心に日常生活に必要な都市機能の立地を誘導することによ

り、引き続き人口の集積を図ります。 
市街化区域の縁辺部では、低未利用地が残存していることから、地区計画道路の整備や土地区画整理

事業等により、ゆとりある良好な住宅地の形成を図ります。 
 

大規模住宅団地等 

市街地郊外の団地造成により、低層の戸建て住宅地と中高層の集合住宅地で形成された大規模住宅団

地等に設定します。 
これらの地域では、良好な居住環境の保全を図るとともに、地区内にみられる空き家の流通を促進し

ます。また、公共交通ネットワークの確保等により、日常生活の利便性の維持に努めます。 
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❷商業系市街地 

 商業系市街地については、にぎわいのある商業空間の創出を目指して、既存の商業地の振興を図ると

ともに、鉄道駅周辺の都市的低未利用地の残る地域については、土地の高度利用を促進し、都市機能の

向上を図ります。 
また、鉄道駅周辺等の公共交通結節点周辺における商業、医療、福祉施設等の都市機能の集積を促進

します。 
 
    商業地 
 那加駅・新那加駅、各務原市役所前駅、六軒駅、各務ケ原駅・名電各務原駅、鵜沼駅・新鵜沼駅の周

辺は、それぞれ本市の既成住宅地における拠点となる商業地の役割を果たしており、今後も歩道整備等

のハード事業や商店街活性化のためのソフト事業により機能維持・充実を図ります。 
 また、(都)一般国道２１号線、(都)岐阜蘇原線（いちょう通り）、（都）岐阜鵜沼線、（都）坂祝バイパ

ス及び(都)江南関線等の主要幹線道路沿道の近隣商業地域については、交通利便性を活かした商業地と

しての土地利用の維持・誘導を図ります。 
 
    大規模集客施設立地エリア 

大型商業施設が立地する那加日新町、鵜沼各務原町、蘇原花園町、蘇原青雲町及び鵜沼西町は、引き

続き商業地としての機能維持・充実を図ります。 
 

➌住居・商業系複合市街地 
 

    複合市街地 
 東西の都市拠点及び中心市街地に位置づけ、既成住宅地が立地するとともに、商業機能を有し都市機

能の集積を図る各務原市役所前駅及び那加駅・新那加駅周辺と鵜沼駅・新鵜沼駅周辺に設定します。 
 本地域では、交通の利便性を活かし、多様で魅力ある都市機能の立地を促進するとともに、これらと

調和した住宅地の形成を図ります。 
既成住宅地については、道路・公園等の基盤施設の充実により居住環境の改善を図るとともに、空き

家や空き地の流通促進により居住の誘導を行います。また、密集した住宅が多くみられる地区について

は、土地区画整理事業等により、居住環境の改善に向けた施策を検討します。 
鵜沼駅・新鵜沼駅周辺地区では、鵜沼空中歩道や駅前広場等の都市基盤整備が進められ利便性が向上

していることから、土地の有効・高度利用を促進し、商業系土地利用への誘導を検討します。 
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➍工業系市街地 

 工業系市街地については、自然との調和に配慮しながら、土地利用と良好な工場経営が円滑に行える

環境の確保を図ります。また、本市の持続的な発展を支えるため、企業の多様なニーズを見据えた柔軟

な土地利用を検討し、既存の工業地、工業団地の高度化・拡充へのニーズに対応するとともに、幹線道

路沿道や岐阜各務原インターチェンジの周辺等の交通利便性の高い地域においては、新規産業の受け皿

となる工業用地の確保に努めます。 
 

工業地 

 周辺に住宅地が立地するなど、周辺への配慮が必要な工業地は、工場施設内における緑地を維持・保

全し、市街地環境に配慮しつつ、インフラの維持・整備により、企業の生産活動が円滑に行えるよう努

めます。 
また、本市の重要な工業地としての役割を果たしている工業団地や交通利便性の高い工業地は、現有

の生産機能の維持を図るとともに、周辺の農地、自然環境や住環境に十分な配慮をしながら工業系の土

地需要に対応する新たな工業用地の確保・拡大を検討します。 
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⑤市街化調整区域の土地利用方針 

❶優良な農地との健全な調和に関する方針 

農地が市民生活を支える農産物の生産地域であるとともに、雨水の保水・遊水機能や地下水の涵養 

機能、緑地的空間機能など多面的な機能を有することを重視し、優良な農地については、農業の拠点と

して生産機能の維持に努めます。 

 

❷災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

 北部丘陵地は、新境川の上流にあたり、防災の観点等から、砂防指定地及び保安林により開発が抑制

されています。また、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定により、安全な地域への誘導を

行い、宅地開発等を抑制します。 
 
❸自然環境の観点から必要な保全に関する方針 

森林・緑地・水辺系地域についてはその保全に努めます。また、市民生活に潤いと安らぎを与える場

として整備を図り、自然共生型の土地利用に努めます。 
・飛騨木曽川国定公園並びに特別緑地保全地区に指定されている八木山の保全を図ります。 
・風致地区に指定されている伊木山やうぬまの森など山林の保全に努め、市民が緑と親しむ憩いの場と

して活用します。 
・国営木曽三川公園各務原緑地及び新境川・大安寺川は貴重なオープンスペースとして保全を図ります。 
・苧ヶ瀬池の水辺空間や周囲の山林及び名勝木曽川の一部を成している城山は景勝地として保全を図り

ます。 
 
❹秩序ある都市的土地利用に関する方針 

市街化調整区域については、無秩序な土地利用が進まないよう開発許可の適切な運用を行うものとし

ます。 
一方で、幹線道路沿道等、工業系や商業系の都市的土地利用の需要が見込まれるエリアは、優良農地

との調整や周辺環境、営農状況等との調和に十分配慮し、都市的土地利用を図ります。さらに、工業系

の土地利用では、地区計画の活用や地域未来投資促進法の活用により特に重点的に地域経済牽引事業の

促進を図るべき区域に位置付けられた地域については、工業用地の確保に努めます。 
住居系の土地利用については、既存コミュニティの維持・活性化や地域の特性にふさわしい住環境の

形成を図るため、都市基盤がある程度整っている地区や地域の核となる公共施設が立地する地区、鉄道

駅の周辺地区について、地区計画や都市計画法に基づく条例区域の指定等により、適切な土地利用を誘

導し、地域の実情に応じた都市づくりを推進します。また、集落地に居住する市民の生活に最低限必要

となる商店や診療所、介護福祉施設については、周辺の環境に配慮しながら適切な立地を図ります。 
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    幹線道路沿道エリア 

 幹線道路の沿線や岐阜各務原インターチェンジの周辺等の交通利便性の高い地区においては、優良農

地との調整や周辺の住環境に配慮しつつ、新たな産業用地の誘導を図ります。 
 

・(都)岐阜鵜沼線沿道 

東西軸としての交通利便性を活かした商業系の土地利用を中心に検討します。 

・(都)犬山東町線バイパス沿道 

都市計画道路の整備に併せ、商業系の土地利用を検討します。 

・(都)各務原扶桑線沿道 

都市計画道路整備の進捗や営農状況などの社会情勢の変化を踏まえつつ、愛知県へとつながる道路

ネットワークの広域性を活かした工業系の土地利用を検討します。 

 ・各務山周辺地区 

  各務山基本構想に基づき、各務山西部（テックフォルテ各務原）と一体的な工業用地としての土地

利用を図ります。 

各務ケ原駅北側の地域においては、交通の利便性を活かし、周辺の土地利用状況や都市基盤整備等

の社会情勢の変化に伴い、商業系をはじめとして、様々な土地利用の可能性を検討し、まちづくりに

有効な土地利用を図ります。 

・岐阜各務原インターチェンジ周辺地域 

  東海北陸自動車道の交通利便性を活かし、既存の大規模集客施設、工業団地と新たな産業用地とが

調和する土地利用を図ります。 
 

鉄道駅近接エリア 

交通利便性に優れた鉄道駅に近接する地域において、無秩序な土地利用等による不良な街区の形成を

防止するため、地区計画等の活用により、良好な住環境の形成が図られるよう検討します。 
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図２―５ 土地利用方針図 
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（２）都市施設 

①道路 

本市の道路は、幹線道路を軸とし、近隣市町を結ぶ広域幹線道路網が形成されています。さらに軸と

なる幹線道路から補助幹線道路・生活道路がつながり、道路ネットワークが形成されています。 
地形は比較的平坦であるため、市民が徒歩や自転車で快適に移動できる交通環境に適しており、自動

車に過度に依存しないまちづくりや歩行者・自転車ネットワークを形成し、通学路の安全確保、近隣市

町と連携したサイクリングロード整備が求められています。  
 
❶幹線道路、補助幹線道路 

都市の骨格を形成する幹線道路、幹線道路を補完し主に地域内交通を幹線道路へ誘導する機能を持

つ補助幹線道路の整備を促進することで、幹線・補助幹線道路ネットワークを構築します。 
 

〇都市計画道路の追加・変更及び廃止の方針 
  社会情勢の変化や将来のまちづくり及び都市計画道路網を勘案し、必要に応じて都市計画道路網の

見直しを行います。 
近年では、以下の路線について見直しを行いました。 

 

名称 都市計画決定 内容 

(都)新那加町線 令和５年 1 月 25 日 

市告示第 40 号 

新那加駅前広場の追加 

車線数の決定 ２車線 

(都)日野岩地大野線 令和５年 12 月６日 

市告示第 112 号 

区域の変更（岩地川架橋部） 

(都)岐阜鵜沼線 
令和８年３月 

 
区域の変更（交差点部等の拡幅） 

表２－１ 都市計画道路の変更箇所 

理念１ 理念２ 理念４ 
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〇整備促進路線（短期）（中長期） 
今後整備を促進すべき主要な路線については、国・県と連携しながら計画的な促進を行います。 

 

路線名 目的 

(都)犬山東町線バイパス 
鵜沼地区における交通流動の円滑化及び(都)一般国道 21 号線に

連絡する都市間交通※路線として整備します。 

(都)各務原扶桑線 

【(仮)新愛岐大橋～ 

市道鵜 932 号線（にんじん通り）】 

広域的通過交通※や都市間交通が集中する(都)江南関線の渋滞を

緩和するため、愛岐大橋上流側に(仮)新愛岐大橋を架橋し、市道鵜

932 号線に至る新設路線を整備します。 

(都)岐阜鵜沼線 

【(都)日野岩地大野線～ 

(主)川島三輪線】 

市街地北側の東西軸として都市内及び都市間交通の円滑化を図

る路線として整備します。 

(都)日野岩地大野線 

【(都)金町那加岩地線(岐阜市) ～ 

 (都)岐阜蘇原線】 

本市西部の新たな南北軸、また都市内及び都市間交通の円滑化を

図る路線として整備します。 

※都市間交通：各都市間を結ぶ交通。 
※広域的通過交通：ここでは、高規格幹線道路等を利用し、広い範囲の移動を目的に本市内を通過する交通のことをさす。 

 

図２－６ 整備促進路線（短期） 

表２－２ 整備促進路線（短期） 
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路線名 目的 

(都)一般国道 21 号線 
 本市を東西に横断する広域的な幹線道路であり、経済・産業・防

災等の重要な役割を果たす路線として整備を促進します。 

(都)坂祝バイパス線 

 (都)一般国道 21 号線に連絡し、都市間及び広域的通過交通の円

滑化並びに、慢性的な渋滞の緩和を図るバイパス路線として４車線

化整備を促進します。 

(都)岐阜鵜沼線 

【(都)江南関線～ 

(都)一般国道 21 号線】 

 市街地北側の東西軸として都市内及び都市間交通の円滑化を図

る路線として整備を促進します。 

(都)日野岩地大野線 

及び延伸路線 

 岐阜地域の環状線の一部を形成し、また本市西部の南北軸として

都市間交通の円滑化を図る路線として整備を促進します。また、川

島地区との連絡を強化するため、当該路線の延伸を検討します。 

(都)各務原扶桑線 

【(都)岐阜鵜沼線～ 

市道鵜 932 号線（にんじん通り）】 

 広域的通過交通や都市間交通が集中する(都)江南関線の渋滞を

緩和するため、市道鵜 932 号線から(都)一般国道 21 号線、(都)岐

阜鵜沼線に至る新設路線の整備を促進します。 

(都)江南関線 
 本市の南北道路交通の軸となっており、広域的通過交通や都市間

交通が集中する路線として整備を促進します。 

(都)石山三井線 
 本市西部の南北道路交通路線として、地区間を結ぶ地域的な役割

の道路として整備を促進します。 

岐阜南部横断ハイウェイ 

 (都)一般国道 21 号線に集中する広域的な通過交通を市街地外へ

誘導するとともに、本市南部地域の東西軸を形成する主要な幹線道

路としての機能が期待されていることから、当該道路の整備を促進

します。 

図２－７ 整備促進路線（中長期） 

表２－３ 整備促進路線（中長期） 
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❷生活道路 

既成市街地及び集落地における生活道路の多くは、６ｍ未満の狭幅員道路によって構成されており、

交通安全上及び防災上の問題が懸念されています。特に、幅員４ｍ未満の狭あい道路については、緊急

車両（消防車や救急車）の進入が困難な道路も多くみられ、災害活動の観点からも課題となっています。

また、狭あい道路沿いに設置されたブロック塀については、災害時の倒壊や見通しの悪さ等から危険性

が高く、狭あい道路の解消にあわせ、その改善が求められます。 
 

〇各務原市道路整備計画に基づく整備 

市道の整備計画に基づき、交差点改良（付加斜線の設置等）、歩道整備等を図ることで、計画路線の

整備を推進します。 

 

〇幅員４ｍ未満の生活道路の解消 

幅員４ｍ未満道路の多い既成市街地や集落地において安全で快適な住環境を確保するため、狭あい

道路整備事業など、地域住民の理解と協働により幅員４ｍ未満の道路の解消を図ります。 
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❸歩道・自転車ネットワーク 

主要な幹線道路や自転車・歩行者の交通量が多い道路、また通学路に指定されている道路において、

歩道や自転車歩行者道の整備を順次進めます。 
 
・都市計画道路や市内の主要な道路である歩道等整備促進路線について、歩行者・自転車交通量を踏

まえ、歩道や自転車歩行者道等の整備を進めます。  
・自転車活用推進計画を策定し、安全で快適な自転車通行空間の計画的な整備を推進するとともに、

自転車の利用に向けた施策に取り組みます。  
・木曽川河川敷等に整備したサイクリングロードについては、周辺の一般道路も含めたコースを設定

するなど、関係機関や近隣市町と連携しながらさらなる利活用について検討します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図２－８ 歩道等整備促進路線 
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❹歩行環境・沿道環境と連動した道路整備 

市民が安心して移動できる環境を整え、地域の魅力や暮らしやすさの向上につなげるため、歩行環境

や沿道の空間整備と一体となった道路整備に向けた方針を示します。 
 

〇豊かな公共空間を生み出す道路整備 
・公民が連携した道路の利活用を推進し、にぎわいと交流に資する道路空間の確保、管理に取組みます。 
・多目的に活用できるオープンスペースとしての役割にも配慮しながら、植栽による緑化や地域の景観

への配慮など、潤いや豊かさが実感できる道路空間の創出を図ります。 
・鉄道駅周辺道路は、公共交通や徒歩、自転車で気軽に移動できるにぎわいのあるまちづくりのため、

歩いて楽しい歩道空間の整備を図ります。 
・風景をゆっくり眺め安心して歩けるよう、景観・歴史と調和した道路空間の整備を図ります。 
  
〇高齢者や障がい者等が安心して通行できる歩道整備 
・道路の整備にあわせて、有効幅員を確保した歩道等の整備を図るとともに、ユニバーサルデザインの

視点に立ったまちづくりの取組として、高齢者をはじめすべての人が移動しやすい環境の維持を図り

ます。 
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②公共交通 

本市の鉄道は、ＪＲ高山本線（４駅）と名鉄各務原線（12 駅）が市域中央部を東西に並行して走り、

地域間交通を担う輸送機関として重要な役割を果たしています。 

またバス路線は、岐阜バス、名鉄バス、ふれあいバスが運行し、デマンド型交通を含め、市民の移動

手段として活用されています。将来にわたり地域の移動手段を確保するため、持続可能な公共交通の供

給体制の確保・維持を図ります。 

 

❶鉄道・バス 

・鉄道については、運行の維持や鉄道駅のバリアフリー化等について関係機関に要請し、利便性や安

全性の確保に努めます。 

・身近な交通手段である民間バス路線の維持に努めるとともに、必要に応じてふれあいバスとチョイ

ソコの運行内容の見直しを行います。 

 

➋持続可能な公共交通ネットワークの形成 

・各務原市地域公共交通計画に基づき、鉄道（ＪＲ、名鉄）、路線バス（岐阜バス、名鉄バス）、ふれ

あいバス及びチョイソコかかみがはら・かわしまが相互に連携する公共交通ネットワークの維持

により移動手段の確保に努めます。 

・公共交通を快適に利用できるようにするため、乗継拠点での乗降環境を整備し、地域にあった交通

サービスの提供に努めます。 

・新技術の活用等、効果的、効率的なサービス供給を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図２－９ 公共交通ネットワーク 

理念１ 理念６ 
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③公園・緑地 

 本計画における公園・緑地の方針は令和８年度からの新たな「緑の基本計画」によるものとします。

これまでの「緑の基本計画」に基づく取り組みにより創出された「まちの緑」と長い歴史の中で形成さ

れた「豊かな自然」が調和した緑豊かなまちづくりを目指すため、特色ある「緑の拠点」や樹林地など

保全しながら、緑の骨格を形成している道路や河川の緑の充実を図ることで、各拠点や各エリアが連携

し、緑の将来像「まちと緑と つながるしあわせ かかみがはら」の実現を図ります。 

 

❶緑の配置方針 

緑の将来像の実現を図るため、緑の配置方針を設定します。 

区分 名称 凡例 配置の方針 

緑の骨格 

水と緑の 
ネットワーク 

 

木曽川や大安寺川の水辺環境、新境川の百十郎桜など、
水と緑の連続性が確保されており、今後も保全・活用
が求められる軸を「水と緑のネットワーク」として位
置づけます。 

主な樹林地 
 北部の緩やかな丘陵地や、三井山などの独立峰の緑豊

かな樹林地のこと。 

河川・ため池等の 
水辺 

 木曽川や新境川などの市内を流れる河川や、苧ヶ瀬池
などの市内に点在するため池のこと。 

緑の 
エリア 

緑の活用エリア 
 

都市公園や街路樹等の緑が配置されている市街地につ
いて、既存ストックとしての緑の機能を最大限活かす
ため、適正な維持管理や活用を行うことで、にぎわい
の創出や良好な住環境の保全を図る「緑の活用エリア」
として位置づけます。（市街化区域） 

緑の保全エリア 
 

市街地縁辺部の樹林地や農地、河川沿いの水辺環境は、
市の骨格となる良好な自然環境を形成していることか
ら、引き続き保全していく「緑の保全エリア」として位
置づけます。（市街化調整区域）（保全配慮地区） 

まちなか 
グリーンインフラ 

推進エリア 

 

市全域においてグリーンインフラの取組を推進しま
す。特に、立地適正化計画と連動し、居住誘導区域にお
いては、緑の多様な機能が良好な住環境の形成と治水
対策等に資するため、より積極的に推進していく「ま
ちなかグリーンインフラ推進エリア」として位置づけ
ます。（居住誘導区域）（緑化重点地区） 

緑の拠点 

賑わいと交流の拠点 
 

近隣・地区・総合公園や国営公園など、広大な緑を有す
る公園や市を代表する主な公園は、市内外から多くの
人が訪れ親しまれる場であることから、これらを「賑
わいと交流の拠点」として位置づけます。 

レクリエーション拠点 
 

陸上競技場などを有する総合運動公園や川島町総合ス
ポーツ公園は、レクリエーションの場として市民に活
用されていることから、これらを「レクリエーション
拠点」として位置づけます。 

歴史・文化の拠点 
 

炉畑遺跡公園や新加納陣屋公園など、歴史的な資源と
一体となった緑は、本市の歴史や景観を継承する環境
を形成していることから、「歴史・文化の拠点」として
位置づけます。 

 

理念５ 理念６ 理念３ 
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❷都市公園の整備方針 
 都市公園は、都市の環境保全、防災性の向上、都市景観の形成、憩いの場やレクリエーション活動な

ど様々な役割を果たしています。 
 今後は、既存の公園を十分に活かすため、多様なニーズに対応した公園施設の充実やルールづくりを

行う等、質の高い特色ある公園づくりを進めるとともに、将来を見据え、必要に応じて都市公園の機能

再編・統廃合についても進めます。 
 
❸都市公園の管理方針 
 今後は利用者の安全確保のため、定期的な公園施設の点検を実施するとともに、公園施設長寿命化

計画に基づき、計画的に公園施設の修繕・更新を進めます。また、良好な景観形成や地域コミュニテ

ィ活動の活性化を図るため、今後も市民協働による公園の管理を推進します。 
 

❹官民連携による管理 
 公園管理の多様化に対応するため、指定管理者制度や Park-PFI 制度など、公園の特性に合わせた官

民連携手法を導入し、質の高いサービス提供と効率的・効果的な公園管理を目指します。 

図２－１０ 緑の配置方針図 
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④下水道 

 下水道は、快適な生活環境の実現や公共用水域の水質保全及び浸水防除等の重要な役割を担うととも

に、地域の持続的な発展のため、なくてはならない社会基盤として整備しています。 
 

❶公共下水道事業（汚水） 

公共下水道事業（汚水）は、投資効果の高い市街化区域を優先的に整備してきた結果、市街化区域

における整備は概成しています。 
今後、市街化調整区域の既存集落への下水道整備を進めるにあたっては、人口減少を見据え、財政

状況や費用対効果を十分に精査するとともに、整備区域の選定等については地域の特性を的確に把握

し、経済的かつ効率的に整備できるよう慎重に検討します。 
また、地震発生時において下水道施設の耐震性を確保するため、これまでの下水道総合地震対策計

画に加え、各務原市上下水道耐震化計画に基づき耐震化を実施します。さらに、老朽化した施設につ

いては、各務原市下水道ストックマネジメント計画に基づき更生工法等の整備手法による延命化を図

り、計画的な維持管理を行います。 

下水道が既に整備された区域の未接続世帯については、戸別訪問等により普及促進を図ります。 
 

〇整備方針 
・全体計画の見直しに合わせて、事業計画区域を適切に設定し、市街化調整区域内の既存集落にお

ける整備を順次進めます。 

 

種別 名称 備考 

下水道（汚水） 公共下水道 
那加成清、蘇原第２、桜町、朝日、三ツ池、南町、宝積寺、

三井、上戸の各処理分区の一部 

表２－４ 今後の整備予定区域 
 
➋公共下水道事業（雨水） 

近年増加している局地的な豪雨による内水浸水被害を防ぐため、雨水幹線や雨水貯留施設などの公

共下水道（雨水）の整備を推進します。 
 

〇整備方針 
・雨水管理総合計画に基づき、優先順位の高い地区から雨水幹線や雨水貯留施設の整備を推進します。 

 

種別 名称 備考 

下水道（雨水） 
雨水幹線 

雨水貯留施設 

各務山排水区、小伊木排水区、三井第１排水区、飛行場排

水区、宝積寺第１排水区、巾下排水区、朝日排水区 

 

表２－５ 今後の整備予定区域 

理念２ 理念４ 
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 図２－１２ 下水道（雨水）の整備予定図 

図２－１１ 下水道（汚水）の整備予定図 
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⑤河川 

境川流域整備計画に基づき、自然の保水・遊水機能を維持、向上させるため、総合的な治水対策を促

進します。また、浸水被害の防止のため、緊急性や危険性の高い河川の改修や維持管理を推進します。 
 

〇整備方針 
・境川流域整備計画に基づき、公共公益施設における雨水貯留施設の整備を推進するとともに、開発

事業者に対し、雨水の流出抑制対策を指導します。 
・市が管理する普通河川の改修や補修による維持管理を行います。 
・国及び関係機関と連携し、一級河川木曽川（鵜沼宝積寺町、川島北山町）の堤防整備を促進しま

す。 
 

種別 名称 備考 

河川 境川 総合的な治水対策（雨水の流出抑制対策） 

河川 木曽川 堤防の築堤（鵜沼宝積寺町、川島北山町） 

表２－６ 今後の主要な施設の整備方針 
 

理念３ 理念４ 
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⑥その他都市施設 

良好な都市環境を確保するため、廃棄物処理施設及び火葬場については、現施設の機能の維持・更新

を図ります。教育文化施設については、適切な規模・配置を検討のうえ、施設ごとに機能の維持管理・

更新等を計画的に実施します。 
 
❶廃棄物処理施設 

各務原市北清掃センター（ごみ処理）及び各務原市クリーンセンター（し尿・浄化槽汚泥処理） につ

いては、適正な処理ができるよう計画的な設備機器の更新と修繕等により、施設の長寿命化を図ります。 
 
❷火葬場 

瞑想の森市営斎場については、周辺環境との調和や環境保全上の対策を考慮しつつ、計画的な設備機

器の更新と修繕等により、施設の長寿命化を図ります。 
 
❸教育文化施設 

小中学校、特別支援学校施設については、安心して快適に学習に取り組むことができる環境を整える

ため、計画的な改修及び建替により適切に維持管理を図りつつ、最新の将来推計による児童生徒数の減

少を踏まえ、適正規模及び適正配置等について検討します。 

なお、適正規模及び適正配置による学校施設の再編等に当たっては、「学校建替基本方針（令和６年度

策定）」に基づき、既存の学校敷地での建替を基本とします。 

また、学校施設には地域の核となる防災や地域コミュニティの拠点としての機能があることから、再

編等により生じた学校跡地のあり方を検討し、持続可能で安全安心な地域づくりを推進します。 

その他教育文化施設についても、将来を見据えた教育環境における施設の必要性を検討します。 
 
  

理念１ 理念２ 理念３ 
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（３）市街地整備 

市街地の整備にあたっては、東西の都市拠点に位置づけられた既成市街地や駅前広場の整備を継続的

に実施し、鉄道駅周辺に都市機能が集積する市街地の形成に努めます。 

既に地区計画が指定されている地区では、地区計画の方針に基づき、地区施設の整備を推進します。

また、必要に応じて土地区画整理事業等の活用を検討し、良好な住宅地の提供を図ります。 

 
❶西の都市拠点の整備継続 

本市の西の玄関口として、新那加駅周辺において、駅前広場整備や自由通路の整備等、バリアフリー

化に取り組んできました。また、市民公園・学びの森のにぎわいを周辺地域へ広げるため、都市再生推

進法人等とまちなかウォーカブル推進事業「那加 fromPark 構想」に取り組んでいます。 

今後は官民連携によるまちづくり事業により、公園や道路などの再整備、空き家・空き店舗の解消、

回遊性の向上を図り、そのにぎわいを商店街等の周辺エリアに波及させることでエリア価値の向上を目

指します。 

 
❷東の都市拠点の整備継続 

本市の東の玄関口として、駅前広場、鵜沼空中歩道の整備、土地区画整理事業が完了しています。 

今後は、最大の特徴である名古屋圏への高い交通利便性を活かし、東の玄関口としてふさわしいにぎ

わいを生むために、都市機能施設の誘導を図ります。そのため、周辺の低未利用地の利活用や高度利用

の推進がされるよう、高さ制限の見直しとそれらと連携した駅周辺の整備を検討します。また、城山地

区では、良好な景観や歴史的文化遺産として保全を最優先に、周辺の整備を検討します。 

 

❸駅・駅前広場 

 本市の各駅の利用者は、徒歩・自転車が大部分を占めているものの、主要駅はふれあいバスの乗継拠

点となっており、自動車による送迎もみられます。このような利用実態を踏まえ、交通結節点である新

那加駅周辺のバリアフリー化や蘇原駅の駅前広場整備などに取り組んできました。 

引き続き、鉄道等の公共交通利用の利便性の向上を図るため、地域生活拠点である名電各務原駅を皮

切りに、他駅についても順次駅前広場整備を進めます。 

 

❹地区計画施設 

 巾下地区、西市場・前野地区、東島地区、各務原南地区等、農地等の低未利用地が多く残り、周辺に

商業施設が立地している地区については、地区計画道路の整備を進め宅地化を促進し、ゆとりある住宅

地の形成を図ります。 

 

❺土地区画整理事業 

低未利用地の残る地域において、土地区画整理事業による良好な住環境の形成を促進します。 
 

  

理念１ 理念４ 理念５ 理念６ 
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（４）関連分野 

①景観 
本計画における景観の方針は「各務原市景観計画」によるものとします。 

本市には、中山道鵜沼宿、旗本徳山陣屋公園及び川島地区に残るごんぼ積みなどの歴史的景観や木曽

川、苧ケ瀬池及び三井山などの豊かな自然景観が多く存在しています。また、人々が多く集まる市街地

においても、良好な景観の創出が重要です。これら、特に重点的に良好な景観の形成を図る必要がある

地区として、景観地区３地区、重点風景地区 30 地区を決定済みです。 

質の高い魅力的なまちなみは、長い時間をかけて形成されるため、地域の特性に応じた景観の形成を

継続的に図ることが重要です。そのため、引き続き、景観計画に基づき、良好な景観形成に向けた規制・

誘導に努め、新たな大規模開発や土地区画整理事業が行われる場合には、必要に応じて重点風景地区等

の指定による景観形成に努めます。 

また、今後の土地利用に応じて、高さ制限の見直しについても検討します。 
 

②歴史・文化 
中山道、木曽川及び航空機産業等の歴史・文化資源は、本市の都市形成過程において重要な要素です。

今後もこれらの歴史・文化の継承に努めます。 
 

❶中山道 

中山道鵜沼宿、苧ケ瀬池及び村国座をつなぐ道路沿道（各務野歴史街道）の維持・保全を図るととも

に、坊の塚古墳、皆楽座、村国座等の主要な歴史資源の有効活用により交流人口の増加を図ります。 

 

❷木曽川 

歴史的・景観的資源である城山や水害対策として玉石を積んだ地域独自のごんぼ積みなどの保全に努

めるとともに、関係する自治体・観光協会と連携して木曽川の自然や歴史・文化資源を活用し、当該エ

リアの周遊性を高め、誘客促進を図ります。 

 

❸航空機産業 

本市の基幹産業である航空機産業については、航空の歴史を紹介する岐阜かかみがはら航空宇宙博物

館の充実を図りつつ、より多くの人を引き付ける魅力の向上を図ります。 

理念３ 理念５ 理念６ 

理念３ 理念５ 理念６ 
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③安全安心 

本市の市街地の一部においては、狭あい道路が多く緊急車両の円滑な通行が困難な地区や木造家屋の

密集した地域が存在しています。令和６年能登半島地震では、木造住宅などの倒壊が多く発生したこと

から、住宅の耐震診断や耐震化の重要性、危険なブロック塀の撤去について、普及啓発に努めるととも

に、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されていることから、地震対策を積極的に推進します。 

風水害については、短時間集中豪雨（ゲリラ豪雨）が全国各地で大きな災害をもたらしているため、

流域治水対策を推進するとともに、都市部における内水浸水対策にも取り組み、被害の軽減を図ります。 

また、交通安全対策や防犯対策への取り組みを通じて、安全安心な都市づくりの推進に努めます。 

 

❶防災 

〇防災拠点の整備・強化 

・避難所の備蓄品や設備等を充実することで、避難所における良好な生活環境の確保に努めます。 

・防災拠点としての機能を持ち、市民の安全安心の拠点となる新総合体育館総合運動防災公園の整備

を推進します。 

・都市公園の整備推進により、一時退避場所、避難場所の充実を図ります。 

・都市計画道路や市内の主要な道路の整備を推進することで、緊急輸送道路及び各務原市緊急避難・

消防救難活動道路としての機能の確保に努めます。 

・橋梁などの道路施設の修繕を計画的に実施するとともに、橋梁耐震補強計画に基づく事業を推進す

ることで、道路ネットワークの信頼性や安全性の確保に努めます。 

 

〇居住環境における防災機能の向上 

・旧耐震基準で建てられた住宅の耐震化や地震時に倒壊のおそれがあるブロック塀の撤去に対して支

援します。 

・狭あい道路の解消を推進します。 

・土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の指定により、宅地開発等を安全な地域へ誘導します。 
 

〇地域防災力の基盤となる地域コミュニティの強化、情報発信 

・避難行動要支援者に対する支援体制の強化を図ります。 

・ハザードマップ（洪水、内水、土砂災害、地震、ため池）などにより、災害の発生する可能性のあ

る区域の情報提供に努めます。 

 

理念４ 理念６ 



 

72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❷交通安全、防犯 

○居住環境における交通安全対策 

・通学路のカラー舗装等の交通安全対策を継続的に取り組みます。 

・通学路や歩行者が多い道路は歩行空間を分離し、歩行者が安心して利用できる歩道整備を推進しま

す。 

 

〇防犯対策 

・防犯灯の設置や自治会が行う防犯カメラ設置への支援等、地域全体で犯罪を防ぐ体制づくりに努め

ます。 

 ・空き家の利活用の推進、空き家所有者への適正管理の促進により、安全安心な住環境の維持を図り

ます。 

 
 
  

※破線は市管理外 
図２－１３ 緊急避難・消防救援活動道路 位置図 
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④環境 

地球温暖化の進行や生物多様性の保全などを取り巻く状況が大きく変化している中、環境問題への意

識の高まり等を受け、市民・事業者・行政がそれぞれの役割のもとに相互に連携・協力し、環境負荷の

低減につながる都市づくりを推進します。 
 
❶都市環境 

○環境基本計画の基本方針に沿った各種事業の推進 
・「みんなで未来につなげる美しい各務原」を基本理念に掲げ、環境意識の向上や循環型社会の形成、

環境の保護・保全などの様々な課題に対応するための基本方針を定めています。これらに沿って「市

民」「事業者」「行政」の取り組みを定め、美しい環境形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○居住環境における環境対策 
・生活排水による水質汚濁を防止するため、下水道や合併浄化槽の普及を推進します。 

・長期優良住宅の普及を促進し、住宅の劣化対策、省エネルギー性の向上を図ります。 

・環境に配慮した建設工事や建設資材、廃材のリサイクルの促進、緑ごみリサイクルの取り組みを引

き続き行います。 

 
❷自然環境 

本市の自然環境の特色や魅力を活かし、森林・緑地・水辺系地域については、その保全に努めます。

また、今後もにぎわいと交流を生み出す緑のオープンスペースを活用し、新たに創出される空間も含め

てグリーンインフラ（自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づ

くりを進める取り組み）の考え方で自然環境が有する多様な機能をまちづくりに活用していきます。 
 

基本方針 

理念３ 理念６ 
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⑤市民協働 

地域の特性を活かした都市づくりを進めるため、市政の方針や地域の課題を共有し、様々なアイデア

や具体的な提言をもとに、市民、市民活動団体、事業者、行政等が連携・協力しながら推進を図るもの

とします。 
 
❶まちづくりへの参加機会の充実 

・市民や事業者など、多様な担い手の様々なアイデアや具体的な提言による協働のまちづくりを進め

ます。 
・説明会や公聴会、パブリックコメントを実施するなど、計画段階から市民等の意見やアイデアを反

映する機会の創出に努めます。 
・まちづくりの担い手を支援する取り組みを継続的に行い、新たな担い手を発掘、育成することで、

地域で活躍する人材を支援するとともに、多くの市民がまちづくり活動に参加しやすい環境づくり

を推進します。 
 
❷市民活動団体や事業者との連携 

・様々なまちづくり活動の情報を発信し、市民活動団体や事業者同士が結びつく機会の充実を図り、

多様な主体の協働によるまちづくりを推進します。 
・事業者などとの官民連携により、民間の活力を活用し、質の高い公共サービスの提供や効率的・効

果的な施設管理等に努めます。 

理念１ 理念２ 理念３ 理念４ 理念５ 理念６ 
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第３章 地区別構想 
 

１．地区別構想の考え方 

地区別構想は、全体構想に示した将来都市構造や都市づくりの理念・目標から、地区ごとに異なる特

性や課題に対応した都市づくりの基本目標や方針を定めるものです。  
地区別構想は、市内を５つの地区に分け、地域の皆さんと今後のまちづくりを考える「地区別懇談会」

を開催し、地域の特性や課題を整理したうえで、これらを踏まえた都市づくりの目標や方針を定めまし

た。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図３－１ 地区区分図 
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２．主要エリアの土地利用方針 

土地利用の検討を進める主要なエリアについては、本ページにまとめて示します。 
 
 

稲羽 

５ 木曽川沿いエリア 
木曽川前渡南公園（Kakamigaharaわたし

の PARK）といった地域資源を活かした

木曽川中流域の魅力向上を目指し、各務

原アウトドアフィールドの整備促進や

木曽川を基軸とした広域サイクリング

ネットワークの構築により、にぎわいの

創出を図ります。 

川島 

１ 那加駅・新那加駅周辺エリア 
交流拠点である各務原市民公園・学びの

森等が立地する地区であることから、官

民連携で歩行者ネットワークの形成や

回遊性の向上を図り、にぎわいの創出、

エリア価値の向上を図ります。 

那加 

２ インターチェンジ周辺エリア 
東海北陸自動車道岐阜各務原インター

チェンジの交通利便性を活かし、既存の

大規模集客施設、工業団地と新たな産業

用地とが調和する有効な土地利用を図

ります。 

那加 稲羽 

３ (都)岐阜鵜沼線沿道エリア 
(都)岐阜鵜沼線沿道については、優良農

地との調整を図りつつ、東西軸としての

交通利便性を活かした商業系の土地利

用を中心に検討します。 

那加 蘇原 

隣接する岐阜県グリーンスタジアムを含め、集客施設

が集積しています。より多くの人を惹きつける地区と

して市街化調整区域の性格を変えない範囲で、土地利

用の誘導を検討します。 

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館周辺エリア ４

稲羽 

６ テクノプラザエリア 
ロボットや航空機といった先端産業、研

究開発施設等が集積するテクノプラザ

地区では、産官学の連携拠点としての機

能を維持するとともに、さらなる充実を

検討します。 

鵜沼 蘇原 

７ 各務山エリア 
各務山エリアについては、広大な面積を

持つ地区であるため、残された緑地に配

慮しつつ、各務山基本構想との調整を図

りながら、一体的な工業用地としての土

地利用を図ります。 

蘇原 鵜沼 

15 川島松原町エリア 
宅地利用が困難となっている低未利用

地において、組合施行の土地区画整理事

業により、良好な市街地の形成を促進し

ます。 

川島 

８ 各務ケ原駅周辺エリア 
各務ケ原駅北側のエリアにおいては、周

辺の土地利用状況や都市基盤整備等の

変化に伴い、商業系をはじめとして、

様々な土地利用の可能性を検討し、まち

づくりに有効な土地利用を図ります。 

蘇原 鵜沼 

10 鵜沼西町エリア 
幹線道路沿道の交通利便性を活かし、引

き続き商業系を中心とした土地利用を

検討します。 

(都)犬山東町線バイパス沿道について

は、都市計画道路の整備に併せ、都市基

盤等の面的整備や土地利用検討します。

鵜沼 

９ 鵜沼駅・新鵜沼駅周辺エリア 
交通結節点機能が高い新鵜沼駅周辺は

東の都市拠点としての役割を担うべき

エリアでありながらも、都市機能の強化

が課題となっています。鵜沼空中歩道や

駅前広場等の都市基盤整備が進められ

利便性が向上していることから、土地の

有効・高度利用を促進し、商業系土地利

用への誘導を検討します。 

鵜沼 

12 城山エリア 
良好な景観や歴史的文化遺産としての

城山の保全を図りながら、周辺の整備を

検討します。 

鵜沼 

14 (都)各務原扶桑線沿道エリア 
(都)各務原扶桑線沿道については、都市

計画道路整備の進捗や営農状況などの

社会情勢の変化を踏まえつつ、優良農地

との調整を図り、愛知県へとつながる道

路ネットワークの広域性を活かした工

業系の土地利用を検討します。 

鵜沼 

13 鉄道駅近接エリア

市街化調整区域内の交通利便性に優れ

た鉄道駅に近接する地域において、無秩

序な開発等による不良な街区の形成や

用途の混在を防止するため、地区計画制

度の活用等により、良好な住環境の形成

を図ります。 

鵜沼 

11 鵜沼南町エリア 
住民参加型のまちづくりにより、居住環

境の向上に資する都市基盤整備を促進

するとともに、木曽川の自然環境を活用

したまちづくりを図ります。 

鵜沼 

図３－２ 主要エリア 
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３．地区別構想 

地域ニーズの見方について 
 地区別構想では、都市計画マスタープランを策定するために実施した市民アンケート及び地区別懇談

会の結果を踏まえ、地域ニーズを把握した上で課題を整理し、これから地区がめざす目標と方針を設定

しています。 
■地域ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題（キーワード） 

 

 

 
 

■地区の目標 

 

市民アンケート及び地区別懇談会において出されたご意見を踏まえ、 
これからの地域づくりにおける課題をキーワードで示します。 

＜市民アンケート＞ 

 アンケートでは、お住まいの地域や市全体のま

ちづくりに関する市民意識を調査しました。（回

答総数 1,094 人/3,000 人） 

 都市づくりの現状と課題を把握するため、住環

境や生活利便性、都市インフラなどに対する「現

在の満足度」と「今後の重要度」についてお聞き

しました。（下記の 22 項目） 

 地域ごとの特色を把握するためにクロス集計

（地域ごとの集計）をし、地域の課題を明らかに

しました。特に、重要度が高いと評価されている

項目でも、現状満足度が低い項目（グラフ左上の

着色部分）を抽出しました。 

＜地区別懇談会＞ 

 地区別懇談会は、各地域２回開催しました。 

 地区によって課題意識は様々ですが、地区ごと

に出されたご意見を分野別に整理し、これらのご

意見を踏まえ、地区がめざす目標や土地利用、都

市基盤整備の方針の検討材料としました。 

 

土地利用 住環境や生活利便性に関すること 

道路 交通アクセスや歩行空間に関すること 

公園・緑地 公園の使いやすさやニーズに関すること 

公共交通 鉄道・バスなどの利便性に関すること 

市街地整備 市街地や駅前広場整備に関すること 

河川 河川整備や災害リスクに関すること 

安全安心 交通安全・防犯・防災に関すること 

環境 自然環境や生活環境に関すること 

地域活性化 にぎわい創出や地域交流に関すること 

 

 

項目

1 落ち着いた住環境
2 新たな住宅地の整備
3 美しいまちなみ、自然との調和
4 公共交通機関の使いやすさ
5 日常的な買い物のしやすさ
6 駅周辺での商業施設の充実
7 雇用の場や雇用につながる企業の誘致
8 公共施設の整備、再編
9 下水道の整備
10 幹線道路や身近な生活道路の整備・維持
11 周辺の公園整備
12 市内の農地・山林の保全
13 河川やため池などの水辺環境の保全
14 歩道の安全や心地よさ
15 駅や道路、公共施設のバリアフリー化
16 地震や水害に対する備え
17 治安に対する安心感
18 交通安全対策
19 医療や福祉施設の利用のしやすさ
20 歴史・文化資源を活用した魅力づくり
21 集落の風景や市固有の景観形成
22 自治会や地域のコミュニティ活動

課題を踏まえ、これから地区でめざす都市づくりの目標を設定します。 

表３－１ 重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 

表３－２ 主な意見の分類 
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（１）那加地区 
■地区の概況 

 那加地区は、各種官公庁、教育施設、商業施設、

市民公園や学びの森等が集積する本市の中心地

域としての役割を果たしています。また、既成住

宅地には密集した宅地がみられるほか、市街化区

域の縁辺部には、低未利用地が残存しています。 

 

 

 

■地域ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題（キーワード） 

 

 

 

 

■地区の目標 

 

 

 

本地区においては、公共交通の利便性を活かしながら、低未利用地の残る縁辺部の地区計画道路の整

備等により、居住の誘導を図るとともに、ウォーカブルなまちづくりを推進することでまちの回遊性を

高め、更なる交流・にぎわいを創出することを目標とします。 

良好な住環境の維持・形成及び新たなにぎわいや 

交流の創出による西の拠点地域の形成 

公園の有効活用 住宅密集地 良好な住環境 

 産業用地の確保 歩道の安全や心地よさ 治水対策 

図３－３ 地区区分 

＜市民アンケート＞ 

 

＜地区別懇談会＞ 

主な意見 

土地利用 ・良好な住環境の整備 

公園緑地 ・公園や桜並木などの適切な維持管理

や有効活用が必要 

・市民公園・学びの森の有効活用 

市街地整備 ・車社会以前に形成された狭い道路沿

いに住宅が密集 

下水道 ・水道管は昭和期に整備されたものが

多く老朽化が進行 

河川 ・境川・新境川の治水強化が必要 

企業誘致 ・地価が高く他自治体との競争もある

中、工業用地の確保が喫緊の課題 
 

４．公共交通機関の使いやすさ 

７．雇用の場や雇用につながる企業の誘致 

14．歩道の安全や心地よさ 

15. 駅や道路、公共施設のバリアフリー化 

16．地震や水害に対する備え 
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図３－４ 重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 
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土地利用・都市施設整備方針図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３－５ 土地利用・都市施設整備方針図（那加地区） 
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１ 土地利用 
主要エリアの土地利用方針 

 当地区における主要なエリアごとに土地利用方針を定めます。（方針の詳細は P76 参照） 
 

   那加駅・新那加駅周辺エリア 

   インターチェンジ周辺エリア 

   (都)岐阜鵜沼線沿道エリア 
 

主要エリアを除く土地利用 

❶市街化区域の土地利用 

○現状・方針 

生活環境を著しく阻害するような土地利用上の問題は発生していないことから、原則として現在の用

途地域を維持していく方針とします。 

 

●尾崎団地及び琴が丘団地では公共交通ネットワークの確保により、日常生活の利便性維持に努

めます。 

●巾下地区、西市場・前野地区等の地区計画区域では、低未利用地が一部残存しているため、そ

の基盤となる地区計画道路の整備により、宅地化を促進します。 

●既成住宅地のうち、密集した宅地が多くみられる地区においては、建物の建替えにあわせて権

利者等の関係者の協力を得ながら、街区の再編により中高層の集合住宅を整備する等、居住環境

の改善に向けた施策を検討します。また、空き家や空き地の流通促進により居住を誘導します。 

●(都)岐阜蘇原線（いちょう通り）沿道では商業施設等の立地が進んでいます。地域住民の生活

利便性を高めるため、沿道型商業・サービス施設の立地誘導により、幹線道路沿道の商業機能の

強化を図ります。  

●古くからの商業地である那加商店街については、回遊性向上に資する歩行者空間の改善、空き

家・空き店舗や公共空間の活用推進により、にぎわいの創出を図ります。 

●本地区内には、県下初の工業団地として整備された岐阜県金属工業団地のほか、山崎工業団地

等、多くの工業用地が存在しており、引き続き、インフラの維持・整備により、企業の生産活動

が円滑に行えるよう努めます。 

  

❷市街化調整区域の土地利用 

○現状・方針 

・集落地に居住する市民の生活に最低限必要となる商店や診療所、介護福祉施設については、周辺の環

境に配慮しながら適切な立地を図ることで、既存コミュニティを維持します。 

・北部の権現山、三峰山については、保安林の指定がされており、防災機能及び保水機能の確保から自

然環境の保全を図ります。 

・農地の多くは農用地区域に指定されています。西部の鉄道北側の農地については、境川流域整備計画

において遊水地域に区分され、土地利用の保全が図られており、引き続き、遊水機能の減少等を防止

するため、集落地の環境維持や農地の保全に努めます。 
  

 

住
宅
地 

 

商
業 

 工
業 

１ 
２ 
３ 
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２ 都市施設 
①道路 

○現状 

・東西方向に(都)一般国道 21 号線、(都)岐阜蘇原線（いちょう通り）、(都)岐阜鵜沼線が、南北方向に

(都)日野岩地大野線、(都)石山三井線、(都)那加蘇原線（かえで通り）が位置しています。 

・幹線・補助幹線道路は、未整備区間が多く残されています。 

・歩道等は、主要な幹線道路において順次整備を進めていますが、歩道の連続性が確保されていない箇

所があります。 

 

○方針 

・短期的には、(都)日野岩地大野線及び(都)岐阜鵜沼線の整備促進を図ります。 

・歩道等は、那 548 号線、那 616 号線の歩道新設及び那 819 号線ほかの段差解消を図るバリアフリー化

を促進し、歩行者等のネットワーク形成を図ります。 

 

②公共交通 

○現状 

・那加駅・新那加駅及び各務原市役所前駅が鉄道とバスの乗継拠点となっており、ふれあいバスが鉄道

駅と郊外の住宅地をつないでいます。また、民間路線バスが尾崎団地から岐阜市へ走っており、通勤・

通学や通院等に利用され、交通利便性の高い地区となっています。 

・新那加駅のエレベーターやバス乗降場、那加駅の公衆トイレ設置等、乗り継ぎ拠点となる鉄道駅のバ

リアフリー化を実施しました。また、ふれあいバス那加線をパターンダイヤ化することで分かりやす

いダイヤとし、乗り継ぎ機会の増加により、移動の選択肢を増やしています。 

 

○方針 

・各務原市地域公共交通計画に基づき、各務原市役所前駅と那加駅・新那加駅を結節点とする鉄道交通

の利用促進を図るとともに、駅周辺と住宅地、市役所及び市民公園等の公共施設を結ぶふれあいバス

の評価・検証を行い、必要に応じて運行内容の見直しを実施することで利便性の向上に努めます。 

 

③公園・緑地 

○現状 

・交流拠点として位置づけている各務原市民公園や学びの森が立地しており、週末には様々なイベント

が開催され、市内外から多くの人が訪れにぎわいをみせています。また、市民公園・学びの森のにぎ

わいを周辺地域へ広げるため、まちなかウォーカブル推進事業「那加 fromPark 構想」に取り組んでい

ます。 

・新境川の桜並木（百十郎桜）は、ボランティア団体の協力のもと枯れ枝の剪定など保全活動を実施し

ていますが、台風による倒木や老木化による伐採を余儀なくされており、桜の本数が減少しています。 
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○方針 

・市民公園の老朽化した施設について、より使いやすい施設に更新します。 

・市民公園・学びの森については、公園整備に民間事業者の活用を検討し、にぎわいと利便性の向上を

図ります。 

・新境川の桜並木（百十郎桜）は、保全ボランティアの活動や計画的な更新により桜並木の保全を図り

ます。 

 

④下水道 

○現状 

・下水道（汚水）整備は、市街化区域の整備が概ね完了しています。 

・下水道（雨水）整備は、木曽川流域、新境川流域において雨水幹線整備を推進してきたことにより、

市街地の雨水幹線は概ね整備され、長時間にわたり浸水が想定される区域は少なくなっています。一

方で、宅地化が進むことによる保水・遊水機能を有する農地の減少や都市構造の変化等から雨水の流

出量の増大が予測されます。また、短時間集中豪雨（ゲリラ豪雨）時の浸水被害が発生しているため、

計画的な雨水対策が必要です。 

 

○方針 

・下水道（汚水）は、経年劣化により老朽化した施設について、適切な維持管理を実施するとともに、

ストックマネジメント計画に基づく更生工法等による延命化や地震対策計画に基づく耐震化を図り

ます。 

・下水道（雨水）は、新境川以西の境川流域においては、境川流域整備計画に基づき、岐阜県により下

流から河川改修が実施されていますが、整備完了まで相当の時間を要するため、雨水幹線や雨水貯留

施設の整備等、総合的な治水対策を推進します。 

 

●整備目標 

種別 名称 備考 

下水道（雨水） 
雨水幹線 

雨水貯留施設 
三井第１排水区、巾下排水区 

表３－３ 今後の整備予定区域 
 

⑤河川 

○現状 

・水害等の自然災害への安全性を高める普通河川の維持管理に加え、上戸排水機場の操作管理等を実施

していますが、短時間集中豪雨等による浸水被害が発生しています。 

 

○方針 

・境川流域整備計画に基づき、公共公益施設における雨水貯留施設の整備や開発事業者へ雨水流出抑制

施設の設置を指導するとともに、境川は河川断面が不足していることから、境川の総合的な治水対策

事業に協力し、流域内における保水・遊水機能の維持を図ります。 
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３ 市街地整備 
○現状・方針 

・西の都市拠点に位置づけた各務原市役所前駅及び那加駅・新那加駅周辺では、都市再生推進法人など

と官民連携で市民公園・学びの森のにぎわいを周辺地域へ広げるため、都市再生推進法人等と官民連

携でまちなかウォーカブル推進事業「那加 fromPark 構想」に取り組んでいます。 

・今後は官民連携によるまちづくり事業により、公園や道路などの再整備、空き家・空き店舗の解消、

回遊性の向上を図り、そのにぎわいを商店街等の周辺エリアに波及させることでエリア価値の向上を

目指します。 

・地区計画区域には低未利用地が残っているため、地区計画道路の整備による計画的な市街地の形成を

図ります。 

 

４ 関連分野 
①景観、歴史・文化 

○現状 

・本地区では、三峰山や権現山、新境川及び桜並木が一体となって良好な自然景観を形成しています。

また、中山道新加納立場地区では、土地区画整理事業に伴い、新加納陣屋公園の整備を実施しました。 

・今後もこれら景観や歴史・文化の維持保全が重要となります。 

 

○方針 

・特に重点的に良好な景観形成を図る必要があり、景観法に基づく重点風景地区に指定されている地区

では、各地区の方針に基づき、まちなみや良好な景観の維持・保全に努めます。 

●重点風景地区指定地区（P30 参照） 

ア）歴史景観 

「旗本徳山陣屋地区」、「中山道新加納立場地区」 

イ)自然景観 

「権現山東部地区」 

ウ)主な道路・河川に隣接する地区の景観 

「岐阜各務原ＩＣ周辺地区」、「境川沿い地区」、「新境川沿い地区」、「グリーンランド柄山地区」 

エ)都市施設が集積している地区の景観 

「都心ルネサンス地区」 

 

・下記の地区では、今後の土地利用に応じて、新たな重点風景地区の指定・変更を検討します。 

 「岐阜鵜沼線沿線地区」、「日野岩地大野線沿線地区」 

  沿道の一体感や連続性を確保するとともに、緑豊かな景観の創出を検討します。 

 「岐阜各務原ＩＣ周辺地区」 

  周囲の田園や、北部の山並みなどの自然景観と商業施設、工業団地と新たな産業用地とが調和す

る西の玄関口にふさわしい市街地景観の形成を図ります。 
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②安全安心 

○現状 

・防災面では、大規模住宅団地が広がる尾崎地区と那加第一小学校北側に土砂災害特別警戒区域・土砂

災害警戒区域が指定されており、尾崎地区の市民サービスセンター周辺と那加第一小学校周辺の法面

対策を実施しました。 

・洪水ハザードマップ（計画規模降雨）では、岩地川や境川沿いにおいて 3.0ｍ未満の浸水が想定され

ています。 

・内水ハザードマップ（計画規模降雨）では、境川・新境川沿いや市街地の一部において内水による浸

水が想定されており、浸水深は 0.2～0.5ｍ未満が分布するとともに、新境川沿いの低地部の一部では

0.5～1.0ｍ未満の浸水が想定されています。 

・交通安全・防犯面では、防犯灯の LED 化や那加第二小学校、尾崎小学校等の通学路への防護柵の設置

等に取り組んできました。一方で、震災時や火災時に避難活動や消火活動に支障をきたす恐れがある

狭あい道路を基盤として形成された市街地や集落が一部地域で見られます。 

 

○方針 

・避難場所・避難経路の確保や地域防災力の向上及びハザードマップ等による情報発信等を通じて、地

域の実情に応じた防災対策を推進します。 

・狭あい道路の解消やブロック塀の除去支援等に努めます。 
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（２）稲羽地区 
■地区の概況 

 稲羽地区は、大部分が市街化調整区域となって

おり、集落地と木曽川の自然に恵まれた農地が広

がっています。また、各務原 IC が位置するほか、

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館や木曽川前渡

南公園などの集客施設を有する地区です。 

 

 

 

■地域ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題（キーワード） 

 

 

 

 

■地区の目標 

 

 

本地区においては、居住環境の維持・改善を図りながら、地区の活力を創出するため、交通利便性の

高い岐阜各務原インターチェンジ周辺地区において、新たな企業活動の場となる産業地域の形成を図る

とともに、日常生活に必要な機能の立地誘導による生活利便性の確保や既存コミュニティの維持・活性

化を図ることを目標とします。 

地域の活力とコミュニティを育む田園居住地域の形成 

市街化調整区域 既存集落の維持・活性化 公共交通 

生活利便性 狭あい道路 岐阜各務原ＩＣ周辺の土地利用  

図３－６ 地区区分 

＜市民アンケート＞ 

 

キーワード 

＜地区別懇談会＞ 

主な意見 

土地利用 ・既存集落・コミュニティを維持する

ため、市街化調整区域の土地利用の

可能性の検討が必要 

・子世代が地域内に住宅を建てられず

人口流出が進行 

公共交通 ・ふれあいバスのダイヤ見直しやチョ

イソコの拡充 

生活利便性 ・スーパーなどの日常的に地域住民が

利用する店舗等が不足しており、高

齢者の買い物が困難 

道路 ・狭あいな道路が多い 

下水道 ・一部地域で整備が未完了であり、接

続率向上のため下水道整備の推進

が必要 

安全安心 ・通学路などの狭い道路の拡幅整備が

必要 
 

４．公共交通機関の使いやすさ 
５．日常的な買い物のしやすさ 
７．雇用の場や雇用につながる企業の誘致 
９．下水道の整備 
14．歩道の安全や心地よさ 
15．駅や道路、公共施設のバリアフリー化 
16．地震や水害に対する備え 
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図３－７ 重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 
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 土地利用・都市基盤整備方針図  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３－８ 土地利用・都市施設整備方針図（稲羽地区） 
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１ 土地利用 
主要エリアの土地利用方針 

 当地区における主要なエリアごとに土地利用方針を定めます。（方針の詳細は P76 参照） 
 

   インターチェンジ周辺エリア 

   岐阜かかみがはら航空宇宙博物館周辺エリア 

   木曽川沿いエリア 

 

主要エリアを除く土地利用 

❶市街化区域の土地利用 

○現状・方針 

・生活環境を著しく阻害するような土地利用上の問題は発生していないことから、現在の用途地域を維

持していく方針とします。 

 

●大野地区計画の北部地域では、低未利用地が一部残存しているため、地区計画で位置づけられ

ている道路の整備を進め、宅地化を促進します。 

●(都)一般国道 21 号線沿道では、沿道型の商業施設が集積しており、引き続き、既存の大型商業

施設を中心に高速交通体系の交通利便性を活かした広域的な商業地の形成を図ります。 

●本市の重要な工業団地として機能を発揮している各務原市工業団地及び各務原市第二工業団地

（市街化調整区域）が立地しており、その機能の維持が必要となるため、引き続き、インフラの

維持・整備により、企業の生産活動が円滑に行えるよう努めます。 

 

❷市街化調整区域の土地利用 

○現状・方針 

・集落地周辺では、開発許可による宅地化が進行している一方、人口減少による既存コミュニティの維

持・活性化が課題となっており、稲羽東小学校周辺の一部の区域において、都市計画法第 34 条第 11

号に基づく条例を制定し、土地利用の促進を図りました。引き続き、既存集落の維持・活性化を図に

向けた施策として、浸水リスクを考慮しつつ開発行為の許可基準に関する条例指定を検討します。 

・集落地に居住する市民の生活に最低限必要となる商店や診療所、介護福祉施設については、周辺の環

境に配慮しながら、適切な立地を図ります。 

・市道稲 926 号線沿道（各務原大橋につながる路線）については、既存集落地等を経由することからそ

の地域特性を考慮した土地利用を検討します。 

・岐阜南部横断ハイウェイ及び(都)日野岩地大野線延伸路線の構想路線が位置づけられていることから、

これらの整備が具体化した時期に、適切な土地利用への見直しを検討します。 

・前渡東町地区については、周辺の環境に配慮した地区計画による工業系土地利用の維持を図ります。 

・国営木曽三川公園各務原緑地、前渡不動や長平山、三井山の独立峰の樹林地や段丘崖に位置する斜面

緑地は、地域の重要な緑として保全を図ります。 
  

 

住
宅
地 

 
商
業 

 工
業 

２ 
４ 
５ 
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２ 都市施設 
①道路 

〇現状 

・東西方向に(都)一般国道 21 号線、(主)芋島鵜沼線が、南北方向に(主)川島三輪線、(都)江南関線、市

道稲 926 号線が位置しています。 

・幹線・補助幹線道路は、南北方向の路線に未整備区間が残っています。 

・歩道等は、主要な幹線道路において順次整備を進めていますが、歩道の連続性が確保されていない箇

所があります。 
 

○方針 

・中長期的には、(都)一般国道 21 号線に集中する広域的な通過交通を市街地外へ誘導するとともに、

本市南部地域の東西軸を形成する主要な幹線道路としての機能が期待される岐阜南部横断ハイウェ

イの整備や（主）川島三輪線の延伸を検討します。 

・南北道路の強化を図る稲 499 号線の現道拡幅及び歩道新設整備を推進し、歩行者等のネットワーク形

成を図ります。 
 

②公共交通 

○現状 

・本地区は多くが市街化調整区域であり、農地や集落が広く分布しています。そのため、鉄道や民間路

線バスは運行しておらず、ふれあいバスと一部地域で運行しているチョイソコかわしまが地域の生活

交通を担い、通院や買い物といった日常の移動を支えています。 

・ふれあいバス路線では、稲羽西線及び稲羽東線の乗り継ぎが課題となっています。 
 

○方針 

・各務原市地域公共交通計画に基づき、ふれあいバス稲羽西線・稲羽東線・川島線やチョイソコかわし

ま等の乗り継ぎを考慮し、必要に応じて運行内容の見直しを実施することで、地域の特性や移動ニー

ズに沿った公共交通サービスを維持し、利便性の向上に努めます。 
 

③公園・緑地 

○現状 

・本地区南部には国営木曽三川公園各務原緑地が、岐阜県各務原浄化センター内には各務原浄水公園が

整備されています。近年では、広域的な利用が見込まれる各務原市総合運動公園、木曽川サイクリン

グコース、木曽川前渡南公園「Kakamigahara わたしの PARK」が供用開始されています。 
 

○方針 

・木曽川中流域の関係市町と連携し、これまで整備してきたサイクリングロード延伸の検討や公園の機

能充実及び広域サイクリングロードを活用した取り組みを通じてにぎわいと交流の創出を図ります。 
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④下水道 

○現状 

・下水道（汚水）整備は、市街化調整区域の一部が既に整備されています。 

・下水道（雨水）整備は、木曽川流域、新境川流域において下水道（汚水）整備に先立ち雨水幹線整備

を推進してきました。一方で、宅地化が進むことによる保水・遊水機能を有する農地の減少や都市構

造の変化等から雨水流出量の増大が予測されます。また、短時間集中豪雨（ゲリラ豪雨）時の浸水被

害が発生しています。 

 

○方針 

・下水道（汚水）は、那加成清、三井、上戸の各処理分区における整備を順次進めます。また、経年劣

化により老朽化した施設については、適切な維持管理を実施するとともに、ストックマネジメント計

画に基づく更生工法等による延命化や地震対策計画に基づく耐震化を図ります。 

・下水道（雨水）は、計画的な雨水対策を推進します。 

 

●整備目標 

種別 名称 備考 

下水道（汚水） 汚水施設整備 那加成清、三井、上戸の各処理分区の一部 

表３－４ 今後の整備予定区域 

 

⑤河川 

○現状 

・水害等の災害に対する安全性を高めるため、普通河川の維持管理に加え、木曽川樋管や上戸排水機場

の操作管理等を実施していますが、集中豪雨等による浸水被害が発生しています。 

 

○方針 

・境川流域整備計画に基づき、公共公益施設における雨水貯留施設の整備や開発事業者へ雨水流出抑制

施設の設置を指導するとともに、境川は河川断面が不足していることから、境川の総合的な治水対策

事業に協力し、流域内における保水・遊水機能の維持を図ります。 

 
 
 

３ 市街地整備 
○現状・方針 

・本地区の北部には（都）一般国道 21 号線が東西に通り、岐阜各務原インターチェンジに近接している

ため、交通利便性に恵まれています。この地域には、まとまった農地が残る一方で、大型商業施設や

工業団地が立地しています。これらの立地特性を踏まえ、優良農地との調整に配慮しつつ、高い交通

利便性を活かした土地利用の促進や有効活用に向け、計画的な市街地整備を図ります。 
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４ 関連分野 
①景観、歴史・文化 

○現状 

・三井山や前渡不動、長平山といった独立峰と周辺の社寺林・田園が織りなす良好な自然景観が残され

ています。また、本市の基幹産業である航空機産業の歴史を紹介する岐阜かかみがはら航空宇宙博物

館や新境川沿いにある百十郎桜など、市を代表する歴史・文化資源があります。さらに、集落地では

宅地内緑化がされた良好な農村集落景観が形成されています。 

・今後もこれら景観や歴史・文化の維持保全が重要となります。 

○方針 

・岐阜かかみがはら航空宇宙博物館など地域資源を活かし、多くの人を引き付ける魅力的な地域の形

成を図ります。 

・特に重点的に良好な景観形成を図る必要があり、景観法に基づく重点風景地区に指定されている地

区では、各地区の方針に基づき、まちなみや良好な景観の維持・保全に努めます。 

●重点風景地区指定地区（P30 参照） 

ア）自然景観 

「三井山地区」、「木曽川沿い地区」、「新境川沿い地区」 

イ)主な道路・河川に隣接する地区の景観 

「愛岐大橋周辺地区」、「各務原大橋通り沿線地区」、「岐阜各務原ＩＣ周辺地区」、「前渡東町地区」、 

「前渡西町地区」 

 

・下記の地区では、今後の土地利用に応じて、新たな重点風景地区の変更を検討します。 

 「岐阜各務原ＩＣ周辺地区」 

  周囲の田園や、北部の山並みなどの自然景観と商業施設、工業団地と新たな産業用地とが調和す

る西の玄関口にふさわしい市街地景観の形成を図ります。 

②安全安心 

○現状 

・防災面では、三井町や前渡西町などの一部で、土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域に指定され

ています。 

・洪水ハザードマップ（計画規模降雨）では、地域の大半において、3.0ｍ未満の浸水が想定されており、

中央部では浸水深 3.0ｍ以上の浸水が想定されています。 

・内水ハザードマップ（計画規模降雨）では、市街地を中心に内水による浸水が想定されており、浸水

深は 0.2～0.5ｍ未満が広く分布するとともに、木曽川沿いの低地部の一部では 0.5～1.0ｍの浸水が

想定されています。 

・交通安全・防犯面では、稲西小学校周辺においてゾーン 30 プラス（ハンプ、カラー舗装等）への指

定、防犯灯の LED 化等に取り組んできました。一方、震災時や火災時に避難活動や消火活動に支障を

きたす恐れがある狭あい道路を基盤として形成された集落が多く見られます。 
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○方針 

・避難場所・避難経路の確保や地域防災力の向上及びハザードマップ等による情報発信等を通じて、地

域の実情に応じた防災対策を推進します。 

・狭あい道路の解消やブロック塀の除去支援等に努めます。 
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（３）蘇原地区 

■地区の概況 

 蘇原地区は、本市の中央部に位置し、比較的良

好な住宅地が広がり、幹線道路沿道には、商業施

設が立地しています。また、工業地が多く集積し

ています。 

 

 

 

 

■地域ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題（キーワード） 

 

 

 

 

■蘇原地区の目標 

 

 

本地区においては、住環境との調和を図りながら、航空機産業が集積する川崎町地区やテクノプラザ

地区、新たな産業拠点である本市の中心部に位置する各務山地区等の産業基盤の維持・強化を促進する

とともに、幹線道路沿線の商業機能の充実により生活利便性の向上を図ることを目標とします。 

基幹産業の促進と商業機能の充実による活力ある複合地域の形成 

既存産業の振興・新産業の創出 工業用地の確保 

幹線道路沿いの土地利用 道路整備 農地や緑地との調和 

図３－９ 地区区分 

＜市民アンケート＞ 

 

＜地区別懇談会＞ 

主な意見 

土地利用 ・農地や緑地との調和を図りつつ、地

域経済を支える産業基盤の強化が

必要 

・調整区域の工業団地化や編入による

雇用拡大が必要 

・幹線道路沿いの市街化調整区域の 

土地利用検討が必要 

公共交通 ・名古屋から犬山経由の直通運行がな

くなり利便性が低下 

道路 ・（都）岐阜鵜沼線の整備を促進してほ

しい 

公園・緑地 ・老木化した桜並木の更新 

歴史・文化 ・歴史遺産の保全 

 

４．公共交通機関の使いやすさ 
７．雇用の場や雇用につながる企業の誘致 
14．歩道の安全や心地よさ 
15．駅や道路、公共施設のバリアフリー化 
16．地震や水害に対する備え 
17．治安に対する安心感 
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図３－１０ 重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 
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土地利用・都市基盤整備方針図  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３－１１ 土地利用・都市施設整備方針図（蘇原地区） 
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１ 土地利用 
主要エリアの土地利用方針 

 当地区における主要なエリアごとに土地利用方針を定めます。（方針の詳細は P76 参照） 
 

   (都)岐阜鵜沼線沿道エリア 

   テクノプラザエリア 

   各務山エリア 

   各務ケ原駅周辺エリア 

 

主要エリアを除く土地利用 

❶市街化区域の土地利用 

○現状・方針 

・生活環境を著しく阻害するような土地利用上の問題は発生していないことから、原則として現在の用

途地域を維持していく方針とします。 

 

●市街化区域縁辺部では低未利用地が一部残存しているため、地区計画（東島地区・巾下地区等）

で位置づけられている地区計画道路等の基盤施設の整備を進め、宅地化を促進します。 

●清住団地、東山ニュータウンでは、公共交通ネットワークの確保により、日常生活の利便性の

維持に努めます。 

●鉄道周辺の既成市街地及では、空き家や空き地の流通促進により居住を誘導します。 

●(都)一般国道 21 号線、(都)岐阜蘇原線（いちょう通り）及び(都)江南関線沿道では商業施設等

の立地が進んでいます。地域住民の生活利便性を高めるため、沿道型商業・サービス施設の立地

誘導により、幹線道路沿道の商業機能の強化を図ります。 

●蘇南 53 号線（蘇原中央通り）沿道は、地域の拠点的商業地としての役割を果たしていることか

ら、今後も商店街活性化施策等のソフト事業の展開により既存機能の強化・充実を図ります。 

●巾下地区計画内に立地している商業施設の集積地は、今後も商業地としての機能の維持を図り

ます。 

●蘇原青雲町に立地する大型商業施設及びその周辺については引き続き、商業系土地利用の維持・

誘導を図ります。 

●蘇原地区の工業地区は、本市の重要な工業機能を担う地区であるため、引き続き工場経営が円

滑に行える環境の維持を図ります。 

 

 
 

❷市街化調整区域の土地利用 

○現状・方針 

・集落地に居住する市民の生活に最低限必要となる商店や診療所、介護福祉施設については、周辺の環

境に配慮しながら適切な立地を図ることで、既存コミュニティを維持します。 

・農地の多くは、農用地区域に指定されており、外山、権現山の樹林地には保安林の指定がされていま

す。引き続き、集落環境の維持及び農地、樹林地の保全を図る必要があります。 

 

住
宅
地 

 
商
業 

 

 工
業 

３ 
６ 
７ 
８ 



 

95 

 

２ 都市施設 
①道路 

○現状 

・東西方向に(都)一般国道 21 号線、(都)岐阜蘇原線（いちょう通り）、(都)岐阜鵜沼線が、南北方向に

(主)川島三輪線、(都)那加蘇原線（かえで通り）、(都)江南関線が位置しています。 

・幹線・補助幹線道路は、未整備区間が多く残されています。  

・歩道等は、主要な幹線道路において順次整備を進めていますが、歩道の連続性が確保されていない箇

所があります。 

 

○方針 

・中長期的には、(都)岐阜鵜沼線の整備促進を図ります。 

・那 819 号線の段差解消を図るバリアフリー化及び各 317 号線の現道拡幅、歩道新設整備を推進し、歩

行者等のネットワーク形成を図ります。 

 

②公共交通 

○現状 

・本地区では、鉄道、路線バス、ふれあいバスが運行しており、鉄道は広域的な移動のほか、市内にお

ける東西の移動や川崎町、テクノプラザなどへの通勤に利用されています。また、鉄道駅と住宅地を

結ぶ路線バスやふれあいバスは、生活交通として商業施設や医療施設へのアクセスにも利用されてい

ます。 

 

○方針 

・各務原市地域公共交通計画に基づき、ふれあいバスは、鉄道駅や産業拠点、医療施設へのアクセスを

維持するため、公共交通の評価・検証を行い、必要に応じて運行内容の見直しを実施することで公共

交通の維持や利便性の向上に努めます。 

 

③公園・緑地 

○現状 

・緑の基本計画に基づき、清住地区の公園再整備等、計画的に公園整備を行ったことで地区内における

公園整備は概ね完了しています。 

 

○方針 

・公園施設長寿命化計画に基づく計画的な維持・更新や地域のニーズに対応した公園施設の充実を図り

ます。 
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④下水道 

○現状 

・下水道（汚水）整備は、市街化区域の整備が概ね完了しています。 

・下水道（雨水）整備は、木曽川流域、新境川流域において下水道（汚水）に先立ち雨水幹線整備をし

てきました。一方で、短時間集中豪雨（ゲリラ豪雨）時の浸水被害が発生しています。 

 

○方針 

・下水道（汚水）は、経年劣化により老朽化した施設について、適切な維持管理を実施するとともに、

ストックマネジメント計画に基づく更生工法等による延命化や地震対策計画に基づく耐震化を図り

ます。 

・下水道（雨水）は、巾下排水区において整備を推進します。 

 

●整備目標 

表３－５ 今後の整備予定区域 

 

⑤河川 

○現状 

・新境川が流れ、桜並木や水辺空間は地域の景観や憩いの場となっていますが、近年、集中豪雨による

浸水被害が発生しています。また、都市化の進展や農地の減少により、保水・遊水機能が低下しつつ

あります。 

 

○方針 

・公共施設における雨水貯留施設の整備や開発事業に対する雨水流出抑制策の指導に努めます。 

・新境川の水辺環境や桜並木を保全・活用し、安全で潤いのある地域環境を形成します。 

 

３ 市街地整備 
○現状・方針 

・地域生活拠点として位置づけられた蘇原駅・六軒駅周辺には、商業、医療、福祉等の都市機能が集積

しており、高い交通利便性を活かした市街地が形成されています。今後も交通結節点の機能の充実を

図るため駅前広場整備を推進します。 

・各務山地区に隣接する各務ケ原駅周辺地区においては、今後の土地利用に応じた市街地整備を検討し

ます。 

・地区計画区域には低未利用地が残っているため、地区計画道路の整備による計画的な市街地の形成を

図ります。 

種別 名称 備考 

下水道（雨水） 
雨水幹線 

雨水貯留施設 
巾下排水区 
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４ 関連分野 
①景観、歴史・文化 

○現状 

・外山、権現山、八坂神社、加佐美神社、そして田園と工業団地が一体となって良好な都市景観を形成

しています。また、市街地内においても川崎山などの緑地が残っています。 

・今後もこれら景観や歴史・文化の維持保全が重要となります。 

 

○方針 

・特に重点的に良好な景観形成を図る必要があり、景観法に基づく重点風景地区・景観地区に指定され

ている地区では、各地区の方針に基づき、まちなみや良好な景観の維持・保全に努めます。 

●重点風景地区指定地区（P30 参照） 

ア）歴史景観 

「加佐美神社地区」 

イ）自然景観 

「テクノプラザ景観地区」、「各務山西部地区」、「各務山西部地区景観地区」 

ウ)主な道路・河川に隣接する地区の景観 

「新境川沿い地区」 

エ)都市施設が集積している地区の景観 

「市民会館周辺地区」 

 

・下記の地区では、今後の土地利用に応じて、新たな重点風景地区の指定・変更を検討します。 

 「岐阜鵜沼線沿線地区」 

  沿道の一体感や連続性を確保するとともに、緑豊かな景観の創出を検討します。 

「各務山西部地区」 

  新たな開発が行われる際は、まちなみが各務山と調和するよう建物のデザインや色合いの調和を図

り、緑豊かな景観の創出を図ります。 
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②安全安心 

○現状 

・防災面では、テクノプラザ北西部の一部において、土砂災害警戒区域に指定されています。 

・洪水ハザードマップ（計画規模降雨）では、蘇原地区において浸水の危険性は想定されていません。 

・内水ハザードマップ（計画規模降雨）では、市街地の一部において内水による浸水が想定されてお

り、浸水深は主に 0.2～0.5ｍ未満が分布するとともに、新境川沿いの低地部の一部では 0.5～1.0ｍ

未満の浸水が想定されています。 

・市中央部に計画されている新総合体育館総合運動防災公園は、災害時における、自衛隊、消防、警

察などの活動拠点や避難場所、物資拠点として位置づけられており、スポーツ・交流機能とあわせ

て防災機能の強化が図られる予定です。 

・交通安全・防犯面では、蘇原第一小学校や蘇原第二小学校等の通学路への防護柵の設置、その他防

犯灯の LED 化等の安全対策に取り組んできました。一方で、震災時や火災時に避難活動や消火活動

に支障をきたす恐れがある狭あい道路を基盤として形成された市街地や集落が一部地域で見られま

す。 

 

○方針 

・避難場所・避難経路の確保や地域防災力の向上及びハザードマップ等による情報発信等を通じて、

地域の実情に応じた防災対策を推進します。 

・防災拠点としての機能を持ち、市民の安全安心の拠点となる新総合体育館総合運動防災公園の整備

を推進します。 

・狭あい道路の解消やブロック塀の除去支援等に努めます。 
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（４）鵜沼地区 

■地区の概況 

 鵜沼地区は、中山道鵜沼宿をはじめ、村国座、

城山、坊の塚古墳等の歴史・文化資源やおがせ池、

伊木山等の豊かな自然を有しています。また、北

部には住宅地が広がるほか、鵜沼駅・新鵜沼駅は

交通結節点となっており、名古屋方面をはじめ広

域への交通アクセスに優れた利便性の高い地区

です。 
 

■地域ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題（キーワード） 

 

 

 

 

■鵜沼地区の目標 

 

 

 

本地区においては、自然・歴史・文化資源の保全・有効活用を図るほか、公共交通の結節点である鵜

沼駅・新鵜沼駅周辺における土地の有効・高度利用を促進することにより、公共交通の利便性を活かし

ながら多様な世代の居住誘導や都市機能の集積を図るとともに、地区内住宅団地における高齢者等の移

動手段の確保等により生活利便性の維持を図ることを目標とします。 

歴史・文化、自然、公共交通の利便性を活かした東の拠点地域と 
誰もが暮らしやすい住環境の形成 

駅周辺の低未利用地の有効活用 住宅団地の公共交通の確保 南北の幹線道路の強化 

新愛岐大橋 高さ制限 城山 観光交流 歴史資源 

図３－１２ 地区区分 

キーワード

＜地区別懇談会＞ 

主な意見 

土地利用 ・新鵜沼駅前の土地利用の検討には、

高さ規制の見直しが必要 

・市街化調整区域の有効な土地利用を

検討してほしい 

公共交通 ・北部の住宅団地への公共交通の確保 

道路 ・慢性的に渋滞している道路があり、

南北幹線道路となる（都）各務原扶

桑線の整備に期待 

景観 ・鵜沼駅・新鵜沼駅周辺では、犬山城

の眺望景観の保全を踏まえた市街

地整備が必要 

歴史・文化 ・城山を犬山市との観光交流の場とな

るように有効活用をしてほしい 
 

＜市民アンケート＞ 

 ４．公共交通機関の使いやすさ 

14．歩道の安全や心地よさ 

15．駅や道路、公共施設のバリアフリー化 

16．地震や水害に対する備え 

18．交通安全対策 
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図３－１３ 重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 
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土地利用・都市基盤整備方針図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３－１４ 土地利用・都市施設整備方針図（鵜沼地区） 
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１ 土地利用 
主要エリアの土地利用方針 

 当地区における主要なエリアごとに土地利用方針を定めます。（方針の詳細は P76 参照） 
 

   テクノプラザエリア          鵜沼南町エリア 

   各務山エリア             城山エリア 

   各務ケ原駅周辺エリア         鉄道駅近接エリア 

   鵜沼駅・新鵜沼駅周辺エリア      (都)各務原扶桑線沿道エリア 

   鵜沼西町エリア 

 

主要エリアを除く土地利用 

❶市街化区域の土地利用 

○現状・方針 

・当該地区において、生活環境を著しく阻害するような土地利用上の問題は発生していませんが、郊外

の住宅団地や新鵜沼駅周辺等においては、社会情勢の変化や地域の実情等、必要に応じて用途地域の

見直しを検討する方針とします。 

 

●北部の住宅団地では公共交通ネットワークの確保により、日常生活の利便性の維持に努めます。 

●市街化区域縁辺部では低未利用地が一部残存しているため、これら地区計画（各務原南地区等）で

位置づけられている地区計画道路の整備を進め、低未利用地の宅地化を促進します。 

●(都)一般国道 21 号線沿道、 (都)坂祝バイパス線の沿線については、地域住民の生活利便性を高め

るため、沿道型商業・サービス施設の立地誘導により、幹線道路沿道の商業機能の強化を図ります。 
●既に大型商業施設が立地する鵜沼各務原町及び鵜沼西町については、引き続き商業系土地利用の維

持・誘導を図ります。 

●岐阜木材工業団地、各務東町工業団地等の多くの工業用地が存在しており、引き続き、インフラの

維持・整備により、企業の生産活動が円滑に行えるよう努めます。 

 

❷市街化調整区域の土地利用 
○現状・方針 

・集落地においては、人口減少による既存コミュニティの維持・活性化が課題となっていることや交通

利便性の高い鉄道駅周辺の無秩序な開発が進みつつあります。そのため、今後は集落地の居住環境の

維持や農地、樹林地の保全を図るとともに地区計画の活用等により、良好な住環境の維持・形成に努

め、既存コミュニティの維持・活性化を図ります。 

・集落地に居住する市民の生活に最低限必要となる商店や診療所、介護福祉施設については、周辺の環

境に配慮しながら、適切な立地を図ることで、既存コミュニティの維持を図ります。 

・苧ヶ瀬池の水辺空間と愛宕山南側山林を景勝地景観として保全を図るとともに、北山、金毘羅山、う

ぬまの森の樹林地は保安林に指定されていることから、防災機能及び保水機能の確保から自然環境の

保全を図ります。 
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２ 都市施設 
①道路 

○現状 

・東西方向に(都)一般国道 21 号線、(都)坂祝バイパス線、(都)岐阜鵜沼線が、南北方向に(都)犬山東町

線、(都)犬山東町線バイパス、(都)各務原扶桑線、鵜 1118 号線（鵜沼南町通り）が位置しています。 

・幹線・補助幹線道路は、多くの未整備区間が残されています。 

・歩道等は、主要な幹線道路において順次整備を進めていますが、歩道の連続性が確保されていない箇

所があります。 

 

○方針 

・短期的には、(都)犬山東町線バイパス、(都)各務原扶桑線の整備を図ります。 

・中長期的には、(都)一般国道 21 号線に集中する広域的な通過交通を市街地外へ誘導するとともに、

本市南部地域の東西軸を形成する主要な幹線道路としての機能が期待される岐阜南部横断ハイウェ

イの整備を検討します。 

・鵜 984 号線の現道拡幅、歩道新設整備及び鵜 1082 号線歩道新設等の整備を推進し、歩行者等のネッ

トワーク形成を図ります。 

 

②公共交通 

○現状 

・鵜沼駅・新鵜沼駅は駅前広場や鵜沼中空歩道が整備され、鉄道の利便性が高い地区となっています。

また、路線バスやふれあいバス鵜沼線が住宅地と駅をつないでいます。 

・本地区の広範囲で、鉄道・路線バスを補完するチョイソコかかみがはらも運行しています。 

・郊外の住宅地への公共交通の維持が課題となっています。 

 

○方針 

・各務原市地域公共交通計画に基づき、駅周辺と住宅地・公共施設を結ぶバス路線の維持に努めるとと

もに、公共交通の評価・検証を行い、必要に応じた運行内容の見直しを実施します。 

・郊外の住宅団地等に立地する丘陵地からのアクセスや高齢者の移動手段を確保するための対策を検討

します。 

③公園・緑地 

○現状 

・緑の基本計画に基づき、計画的に公園整備を行ったことで地区内における公園整備は概ね完了してい

ます。 

・災害時の拠点となる新総合体育館総合運動防災公園の整備に着手しています。 

・伊木山風致地区や八木山特別緑地保全地区は、都市計画法に基づく地域地区として指定・保全されて

います。 
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○方針 

・都市公園ストック再編事業として、小規模公園が集積する地区の機能再編・統廃合を検討します。 

・歴史的文化遺産である城山について、保全と活用を目的とした整備により、このエリアの魅力向上を

図ります。 

・伊木山風致地区や八木山特別緑地保全地区について、各種法制度を活用して建築行為や樹木の伐採な

どを制限することで、現状の緑地を保全し、都市における貴重な緑を将来に引き継ぎます。 

 

④下水道 

○現状 

・下水道（汚水）整備は、市街化区域内の整備が概ね完了しています。 

・下水道（雨水）整備は木曽川流域、新境川流域において下水道（汚水）整備に先立ち雨水幹線整備を

推進してきました。一方で、短時間集中豪雨（ゲリラ豪雨）時の浸水被害が発生しています。 

 

○方針 

・下水道（汚水）は、蘇原第２、南町の各処理分区における整備を順次進め、経年劣化により老朽化し

た施設については、適切な維持管理を実施するとともに、ストックマネジメント計画に基づく更生工

法等による延命化や、地震対策計画に基づく耐震化を図ります。 

・下水道（雨水）は、各務山排水区、小伊木排水区、宝積寺第１排水区、朝日排水区において整備を進

めます。 

 

●整備目標 

種別 名称 備考 

下水道（汚水） 汚水施設整備 蘇原第２、南町の各処理分区の一部 

下水道（雨水） 
雨水幹線 

雨水貯留施設 

各務山排水区、小伊木排水区、宝積寺第１排水区、 

朝日排水区 

表３－６ 今後の整備予定区域 

 

⑤河川 

○現状 

・木曽川に面し、飛騨木曽川国定公園に含まれる景勝地や犬山城を望む豊かな自然・歴史的景観が広が

っています。また、大安寺川が市街地を流れ、生活に身近な水辺環境を形成しています。これらの河

川は憩いや観光の資源となる一方で、集中豪雨時には浸水被害のリスクがあります。 

 

○方針 

・木曽川の自然や景観を保全・活用しつつ、大安寺川の治水機能の強化や浸水対策を進めます。また、

桜並木や河川空間の利活用・維持管理を推進し、安全で潤いのある地域環境の形成を図ります。 

・国及び関係機関と連携し、鵜沼宝積寺地区の木曽川堤防整備を促進します。 
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３ 市街地整備 
○現状・方針 

・本市の東の都市拠点に位置づけた鵜沼駅・新鵜沼駅周辺において、鵜沼駅前広場、鵜沼空中歩道の整

備、組合施行による土地区画整理事業が完了しています。今後は、最大の特徴である名古屋圏への高

い交通利便性を活かし、東の玄関口としてふさわしいにぎわいを生むために、都市機能施設の誘導を

図ります。そのため、周辺の低未利用地の利活用や高度利用の推進がされるよう、高さ制限の見直し

とそれらと連携した駅周辺の整備を進めます。また、城山地区では、良好な景観や歴史的文化遺産と

して保全を最優先に、周辺の整備を検討します。 

・地域生活拠点に位置づけられた各務ケ原駅・名電各務原駅周辺には、商業・医療・福祉等の都市機能

が集積しており、高い交通利便性を活かした市街地が形成されています。交通結節点の機能の充実を

図るため、駅前広場の整備を推進します。 

・地区計画区域には低未利用地が残っているため、地区計画道路の整備による計画的な市街地の形成を

図ります。 

 

４ 関連分野 
①景観、歴史・文化 

○現状 

・北山、金毘羅山、八木山、うぬまの森、伊木山の自然景観や木曽川、大安寺川、おがせ池といった水

辺空間、さらに田園が一体となって良好な景観を形成しています。市街地内では、中山道の宿場町と

して栄えた鵜沼宿のまちなみや史跡などの歴史的景観、木曽川沿いから望む犬山城や国定公園の景勝

地など、地域を代表する文化・観光資源が残っています。 

・今後もこれら景観や歴史・文化の維持保全が重要となります。 

 

○方針 

・特に重点的に良好な景観形成を図る必要があり、景観法に基づく重点風景地区・景観地区に指定され

ている地区では、各地区の方針に基づき、まちなみや良好な景観の維持・保全に努めます。 

●重点風景地区・景観地区指定地区（P30 参照） 

ア）歴史景観 

「村国座地区」、「中山道鵜沼宿地区」、「宝積寺地区」 

イ)自然景観 

「おがせ池地区」、「大安寺川沿い地区」、「木曽川河畔地区・木曽川河畔上流地区」、 

「テクノプラザ地区」 

ウ)主な道路・河川に隣接する地区の景観 

「木曽川沿い地区」、「新境川沿い地区」、「鵜沼駅前地区」、「（仮称）新愛岐大橋周辺地区」、 

「坂祝バイパス沿道地区」、「各務山西部地区、各務山西部地区景観地区」 
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・下記の地区では、今後の土地利用に応じて、新たな重点風景地区の指定や変更を検討します。 

 「各務原扶桑線沿線地区」 

  沿道の一体感や周辺の住環境に配慮し、緑豊かな工業地の創出を検討します。 

「各務山西部地区」 

  新たな開発が行われる際は、まちなみが各務山と調和するよう建物のデザインや色合いの調和

を図り、緑豊かな景観の創出を図ります。 

「木曽川河畔地区」、「鵜沼駅前地区」 

  鵜沼駅・新鵜沼駅周辺の土地利用を検討するにあたっては、対岸の犬山城を含めた多くの歴史

的及び自然的なランドマークが存在する良好な眺望景観に配慮するよう努めます。 

 

②安全安心 

○現状 

・防災面では、宅地開発や土地区画整理事業により整備された松が丘・つつじが丘地区、鵜沼台・新鵜

沼台地区、鵜沼宝積寺町地区に土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域が指定されています。 

・洪水ハザードマップ（計画規模降雨）では、大安寺川沿いの一部で 3.0ｍ未満の浸水が想定されてい

ます。 

・内水ハザードマップ（計画規模降雨）では、市街地の一部において内水による浸水が想定されており、

浸水深は主に 0.2～0.5ｍ未満が分布するとともに、木曽川沿いの低地部の一部では 0.5～1.0ｍ未満

の浸水が想定されています。 

・交通安全・防犯面では、防犯灯の LED 化等に取り組んできました。 

 

○方針 

・避難場所・避難経路の確保や地域防災力の向上及びハザードマップ等による情報発信等を通じて、地

域の実情に応じた防災対策を推進します。 

・狭あい道路の解消やブロック塀の除去支援等に努めます。 
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（５）川島地区 

■地区の概況 

 川島地区は、比較的低密度な市街地が形成され

ています。また、県内最大級の観光客数を誇る河

川環境楽園のほか、河跡湖公園等を有し、水と緑

に恵まれた地区となっています。 

 

  

 

 

■地域ニーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題（キーワード） 

 

 

 

 

■川島地区の目標 

 

 

 

本地区においては、これらの施設等の有効活用を図るとともに、水辺を身近に感じられる魅力ある居

住区域に多様な世代を誘導し、更なる交流・にぎわいを創出するとともに、治水対策や交通安全対策の

推進により安全で安心な生活環境を創出することを目標とします。 

水と緑に包まれた、安全・安心な魅力ある広域交流ゾーンの形成 

生活に身近な店舗が不足 交流促進 河川環境楽園の有効活用  
治水対策の強化   木曽川堤防整備   安全対策 

図３－１５ 地区区分 

＜市民アンケート＞ 

 

キーワード

＜地区別懇談会＞ 

主な意見 

土地利用 ・地域住民が日常的に利用する店舗等

が少ないため買い物が不便 

地域活性化 ・河川環境楽園の活用や自然環境・コ

ミュニティの魅力を発信し、交流や

移住促進につなげるべき 

公共交通 ・江南・一宮方面へのバスは比較的便

利だが、市内へのアクセスが不便 

道路 ・生活道路では車両すれ違い困難や消

防車進入不可の箇所があり、緊急時

対応の観点からも改善が必要 

安全安心 ・堤防の未整備区間があるため、安全

安心を確保するための計画的な対

応が必要 

・宅地化により雨水浸透量が減少し、

排水能力不足が懸念 
 

４．公共交通機関の使いやすさ 
５．日常的な買い物のしやすさ 
10．幹線道路や身近な生活道路の整備・維持 
14．歩道の安全や心地よさ 
15．駅や道路、公共施設のバリアフリー化 
16．地震や水害に対する備え 
18．交通安全対策 
19．医療や福祉施設の利用のしやすさ 

1

2

3

4
5

6 7
8

9
10

11
12

13

14 15

16 1718
19

20 21

22

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

重
要
度

満足度

平均：2.45

平均：3.34

図３－１６ 重要度が高いにも関わらず満足度が低い項目 
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 土地利用・都市基盤整備方針図 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図３－１７ 土地利用・都市施設整備方針図（川島地区） 
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１ 土地利用 
主要エリアの土地利用方針 

 当地区における主要なエリアごとに土地利用方針を定めます。（方針の詳細は P76 参照） 
 

   木曽川沿いエリア 

   川島松原町エリア 

 

主要エリアを除く土地利用 

❶市街化区域の土地利用 

○現状・方針 

・本地区は、過去から繊維業関連が盛んな地区であることから、一部の市街化区域において地場産業の

振興と周辺の居住環境の保全を図るため、「特別工業地区」を定めています。生活環境を著しく阻害す

るような土地利用上の問題は発生していないことから、現在の用途地域を維持していく方針とします。 

・なお、東海北陸自動車道以西の市街化区域については、良好な自然景観を維持し、都市環境の保全を

図りつつ、木曽川の堤防の整備に合わせ、今後の土地利用を検討します。 

 

●住宅、工場、農地、樹林地が混在する状況にあるが、これは本地区が古くから繊維産業が盛ん

であった地域性によるものです。また、市街地内に数多く点在する豊かな樹林地は、潤いある住

環境をもたらしており、緑を保全しながら、良好な住環境の維持・形成を図ります。 

●本地区のほぼ中央を南北方向に通る（一）松原芋島線沿道は、店舗や事務所等が立地している

状況にあり、地区住民の生活便利性の向上に資する沿道地域としての土地利用を促進します。 

●本地区の基幹産業の一つである製薬関連企業が立地し、工場内の豊かな緑と博物館の存在は地

区の大きな個性となっています。また、近年は大型の物流倉庫も建設されており、引き続き、地

域と調和がとれた工業地域としての土地利用を図ります。 

 

 

❷市街化調整区域の土地利用 

○現状・方針 

・本地区を取り囲む木曽川は、多様な生物の生息地となり、癒しの空間になる等、都市の骨格を形成し

ており、引き続き、市の骨格となる良好な水辺環境の保全を図ります。 

・国営木曽三川公園各務原緑地については、公園整備とともに緑地環境の保全を図ります。   
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２ 都市施設 
①道路 

○現状 

・各務原大橋の完成により、木曽川の増水時でも旧各務原市側との通行が確保され、利便性の向上のみ

ならず、防災安全面での効果も確保されています。一方、地区内外のアクセス性の向上と交通混雑の

改善が課題となっています。 

・歩道等は、主要な幹線道路において順次整備を進めていますが、歩道の連続性が確保されていない箇

所があります。 

 

○方針 

・中長期的には、 (都)日野岩地大野線の延伸を検討します。 

・川１号線の歩道新設整備を推進し、歩行者等のネットワーク形成を図ります。 

 
 

②公共交通 

○現状 

・本地区は鉄道駅がなく、主にふれあいバスやチョイソコかわしまが生活交通として運行していますが、

市内中心部や周辺市への移動は自動車利用が中心となっています。 

・地区の中心部からは愛知県一宮市へ路線バスが走っており、通勤・通学や通院等に利用されています。 

 

○方針 

・各務原市地域公共交通計画に基づき、利便性の向上や鉄道駅、公共施設との連携強化を図るため、バ

ス路線の評価・検証を行い、必要に応じた運行内容の見直しを実施することで、運転が困難な世代の

移動手段の確保に努めます。 

 

③公園・緑地 

○現状 

・緑の基本計画に基づき、計画的に公園整備を行ったことで地区内における公園整備は概ね完了してい

ます。また、本地区には、国営木曽三川公園各務原緑地内に河川環境楽園が立地しており、年間約 450

万人（令和６年実績）が訪れ、にぎわいをみせています。 

 

○方針 

・国営木曽三川公園各務原アウトドアフィールドの整備を促進するほか、計画的な公園施設の改築・更

新に努め、地域資源を活かした流域の魅力向上を目指し、更なる交流とにぎわいのある地域の形成を

図ります。 
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④下水道 

○現状 

・下水道（汚水）整備は、概ね完了しています。 

・下水道（雨水）整備は川島地区の一部では整備済みであるものの、未整備の雨水幹線・樋管が存在し

ます。また、宅地化が進むことによる 保水・遊水機能を有する農地の減少や都市構造の変化等から雨

水流出量の増大が予測され、短時間集中豪雨（ゲリラ豪雨）時には浸水被害が発生しています。 

 

○方針 

・下水道（汚水）は、適切な維持管理を実施するとともに、ストックマネジメント計画に基づく更生工

法等による延命化や、地震対策計画に基づく耐震化を図ります。 

・下水道（雨水）は、計画的な雨水対策を推進します。 

 

⑤河川 

○現状 

・木曽川に囲まれた河川環境は、自然景観や水辺空間が豊かな資源となっていますが、集中豪雨や台風

時の浸水リスクが高く、堤防や排水施設による治水対策が必要です。 

 

○方針 

・木曽川の治水機能を確保しつつ、河川敷や水辺空間の保全・活用を進め、安全で潤いのある地域環境

の形成を図ります。 

・国及び関係機関と連携し、川島北山地区の木曽川堤防整備を促進します。 

 

３ 市街地整備 
○方針・方針 

・一部地域では、土地区画整理事業により市街地整備が進んでいますが、道路は狭あいで不整形な部分

が多く、低未利用地が残されているため、生活道路の整備や治水対策を促進し、安全で快適な住環境

の形成を図ります。 

・川島松原町地区において、新たに土地区画整理事業を推進し、市街化区域内の低未利用地の有効活用

を図ります。 
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４ 関連分野 
①景観、歴史・文化 

○現状 

・木曽川の中州に位置する本地区は、独自の歴史と文化を育んでおり、ごんぼ積み集落や河跡湖等、地

域資源や豊かな自然景観を有しています。また、製薬関連工場周辺は大きな緑のまとまりを形成して

おり、松並木が壮観な景観を創出しているほか、市内に架かる橋周辺は市のイメージを左右する重要

な市街地景観となっています。 

・今後もこれら景観や歴史・文化の維持保全が重要となります。 

 

○方針 

・特に重点的に良好な景観形成を図る必要があり、景観法に基づく重点風景地区・景観地区に指定され

ている地区では、各地区の方針に基づき、まちなみや良好な景観の維持・保全に努めます。 

●重点風景地区・景観地区指定地区（P30 参照） 

ア）歴史景観 

「ごんぼ積み地区」、「河跡湖公園地区」 

イ)自然景観 

「エーザイ川島工園地区」 

ウ)主な道路・河川に隣接する地区の景観 

「木曽川沿い地区」、「木曽川に架かる橋周辺地区」、「各務原大橋通り沿線地区」、「河田橋周辺地区」、 

「渡橋周辺地区」 

・下記の地区では、今後の土地利用に応じて、新たな重点風景地区の指定を検討します。 

 「川島松原町地区」 

 土地区画整理事業に合わせ、良好な住環境を形成するためのまちなみの景観形成を検討します。 

 

②安全安心 

○現状 

・防災面では、川島地区において土砂災害の危険性は想定されていません。 

・洪水ハザードマップ（計画規模降雨）では、地区全域において浸水深 3.0ｍ以上の浸水が想定されて

いるとともに、木曽川の氾濫流や河岸浸食を想定した家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されています。 

・内水ハザードマップ（計画規模降雨）では、市街地を中心に内水による浸水が想定されており、浸水

深は 0.2～0.5ｍ未満が分布するとともに、木曽川沿いの低地部の一部では 0.5～1.0ｍ未満の浸水が

想定されています。 

・交通安全・防犯面では、防犯灯の LED 化等に取り組んできました。 

 

○方針 

・避難場所・避難経路の確保や地域防災力の向上及びハザードマップ等による情報発信等を通じて、地

域の実情に応じた防災対策を推進します。 

・狭あい道路の解消やブロック塀の除去支援等に努めます。 
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第４章 計画の実現に向けて 
 

１．計画の推進方針 

本計画は、長期的な視点から本市の将来像を見据えて都市づくりの基本方針を示しています。 
ただし、これらの内容は確定的なものではなく、社会情勢の変化への対応に加え、本市の最上位計画

である総合計画（2025–2034）や岐阜県が策定する各務原都市計画区域マスタープランをはじめ、本市の

関連計画との整合が必要となった場合には、その状況に応じて本計画の内容を適宜見直します。 

 
 

２．計画の推進スケジュール 

 本計画は、上位・関連計画と整合を図りながら、概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、10 年間を計

画期間として計画を推進していきます。 

 

年次 

計画 
… 

令和８年 

（2026 年） 

 令和 18 年 

（2036 年） 

 

各務原市都市計画 

マスタープラン 

 

★ 

 

★ 

 

 
各務原市 

立地適正化計画 

   

 

 

〈参考〉上位・関連計画 

各務原市総合計画  

    

各務原都市計画 

区域マスタープラン 

     

表４－１ 計画の推進スケジュール 
 
 

Ｒ７ 

★ 
策定 

Ｒ２ 
★ 

基準年 

 
Ｒ12 
★ 
目標 

年次 

Ｒ４ 
★ 
策定 

R10 
進捗評価 

 
Ｒ23 

★ 
目標 

年次 R15 
中間評価 

R20 
進捗評価 

R23 
見直し 

 

 

計画改定 計画改定（予定） 

 

基本構想（R7-16） Ｒ17 

★ 
策定 

(予定) 

基本構想（10 年） 


